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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

1．建学の精神・大学の基本理念 

九州国際大学（以下「本学」という。）は、昭和 5（1930）年に北九州の勤労青年のため

に開設された夜学の「九州法学校」を前身とする。学園創設以来、「本校ハ単ニ法律及ビ経

済ノ知識ヲ授ケルバカリデナク、塾的精神ニ依リ、相互ニ心的鍛錬ヲナシ、以ッテ誠実、

有為ナル人材ヲ養成スル」を建学の精神として、日常の教育活動を進め、多くの有能な卒

業生を社会へ輩出してきた。 

この建学の精神に謳われた「塾的精神」とは、江戸末期の適塾に見られたように、教員

が学生へ学術的知識を授けるだけでなく、両者が互いにひざを突き合わせて切磋琢磨する

教育研究を通じて、ともに人格的成長を目指すという理念である。 

すなわち、塾的精神の要は人格を介した信頼関係にあり、教員、学生、職員相互の信頼

関係の土台の上に、一人ひとりを大きく育てる教育を行うことを目指すものである。 

このような塾的精神は、本学の建学以来継承される建学の精神かつ大学の基本理念であ

り、本学のような小規模な学びの空間においてこそふさわしいものである。 

現在、本学は、大学院法学研究科、法学部及び現代ビジネス学部を設置し、地域社会貢

献、国際交流、生涯学習事業等を図り、地域社会から評価される大学づくりに取り組んで

いる。 

 

2．教育の基本理念、使命・目的  

建学の精神に則り、大学における教育の使命・目的は、「教育基本法及び学校教育法に

則り、個性の伸長と人格の完成を旨とし、法律学、経済学、国際社会科学に関する専門的

知識を教授し、北九州の地域に立脚し、国際的視野を持った理論・実践両面に明るい人材

を養成すること」（「九州国際大学学則」第 1 条第 1 項）、大学院法学研究科は、「九州

国際大学の建学の精神に基づき、北九州の地域に立脚し、国際的視野を持った理論・実践

両面に明るい人材を養成するために、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、

もって文化の進展に寄与すること」（「九州国際大学大学院学則」第 2 条）と定められて

いる。 

すなわち、各学問分野における専門知識を修得するだけでなく、国際的な視野を持ちな

がら、これらの知識を地域社会において活かす実践的教育を行うことが本学における教育

の目的であり、また、このような能力を修得した人材を社会へ輩出することがその使命で

ある。 

さらに、本学は、教育の基本理念として「教育理念」を定めており、その内容は、平成

25（2013）年 6 月の大学評議会（現在の教育研究協議会に相当する会議体）において一部

改訂され、令和 3（2021）年 2 月の教育研究協議会において改めて確認されている。 

 

本学の教育理念は、次の 3 つのとおりである。 

⑴ 本学は、建学の精神に掲げられた「塾的精神」に基づいた教育を実践する。塾的

精神の要は、人格を介した信頼関係にあり、教員、学生、職員相互の信頼関係の土

台の上に、一人ひとりを大きく育てる教育を行う。 
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⑵ 本学は、地域社会及び国際社会で信頼される品性高き人材の育成を目標とする。

北九州に根ざし、多様な価値観が存在する国際社会に対する理解力を高め、地球の

未来を見据えつつ、学ぶ姿勢を生涯貫く人材を育成する。  

⑶ 本学は、基礎的能力を備え、理論・実践両面に明るい人材を育成する。社会を透

視できる理論の学習と共に、演習・実習を積極的に行い、人間社会と自然環境に共

感し、能動的な働きかけができる人材の育成に力を注ぐ。 

 

3．大学の個性・特色等 

本学の教育の特色は、次のとおりである。 

第一に、建学以来、実学教育を重視してきたことである。 

昭和 5（1930）年の「九州法学校」の建学以来、北九州の地域に立脚し、北九州の地域

的特性に鑑み、この地域社会の発展に貢献する人材を輩出するための教育を重視してきた。

このことは今日、北九州市を中心とした地域社会の行政や産業界において、多くの卒業生

が活躍していることに結びついている。 

第二に、国際的視野も備えた人材育成を目指して、異文化理解や語学など国際教育を重

視してきたことである。 

平成元（1989）年に八幡大学から九州国際大学へ大学名を改称した時から、国際的視野

を備えた人材教育を大学の使命・目的に加えた。このように国際教育を重視するようにな

った背景としては、東西冷戦構造が終結した今から 30 年ほど前に、日本社会の様々な分

野においてグローバル化が進展したことが挙げられる。本学は、このような社会的変化に

対応して国際教育に教育の重心を置くようになった。およそ 30 年にわたって重視してき

た本学の国際教育は、当初、北九州市の歴史的・地理的条件からアジア地域に重点を置く

ものであった。このような方針のもとで、中華人民共和国、大韓民国、インドネシア共和

国、インドの大学との友好協定を締結し、海外語学実習、交換留学、国際交流等を継続的

に活発に行ってきた。しかし、平成 29（2017）年の現代ビジネス学部設置後、国際共通語

としての英語教育を重視し、これを強化するため、平成 28（2016）年にカナダ、平成 29

（2017）年にフィリピン、令和 2（2020）年にオーストラリアの大学との語学留学等に関

する覚書等を締結し、英語圏の大学との連携を強化している。英語教育を重視した国際教

育の強化は、実学教育による有為な人材育成をグローバル化の進展に対応させつつ発展さ

せることに資することになる。 

第三に、地域社会へ「開かれた大学」を進めてきたことである。 

それは市民に対して大学施設を開放してきたことだけではない。本学の教育研究成果を

もとにした、市民向け各種公開講座の開催、北九州市年長者大学校（穴生学舎）との協力

によるシニアカレッジの共同開催などが挙げられる。また教職員が公的な審議会へ委員と

して参加することによって地方自治体等の政策形成へ寄与してきたことや、地域の企業と

連携事業を進めるなど、多様な形態で地域社会に貢献してきた。 

地域貢献活動を進める上では、平成 25（2013）年 4 月に設置された「九州国際大学地域

連携センター」が重要な拠点となっている。この機関の目的は、北九州地域に関する研究

を推進しその成果を地域社会へ還元し、このことを通じて地域の発展に貢献することであ

る。 
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Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

年 月 内   容 

昭和 5(1930)年 4 月 

昭和 15(1940)年 3 月 

昭和 22(1947)年 3 月 

昭和 24(1949)年 4 月 

昭和 25(1950)年 2 月 

昭和 25(1950)年 4 月 

昭和 26(1951)年 4 月 

 

昭和 28(1953)年 4 月 

昭和 33(1958)年 4 月 

昭和 38(1963)年 4 月 

昭和 45(1970)年 6 月 

昭和 48(1973)年 3 月 

平成元(1989)年 4 月 

 

平成 6(1994)年 4 月 

平成 8(1996)年 4 月 

平成 9(1997)年 4 月 

平成 11(1999)年 4 月 

 

 

 

平成 12(2000)年 4 月 

 

 

 

 

平成 13(2001)年 4 月 

 

平成 17(2005)年 4 月 

平成 21(2009)年 4 月 

平成 22(2010)年 4 月 

 

平成 23(2011)年 4 月 

平成 24(2012)年 10 月 

平成 25(2013)年 4 月 

九州法学校開設を源流とする 

九州専門学校設立認可 

戸畑専門学校設立認可 

八幡専門学校に改称 

八幡大学設立認可 

八幡大学開設、法学部第一部・第二部設置 

法学部を法経学部に改称し、法律学科、経営経済学科の二学科

を設置 

八幡大学短期大学（商科）を開設 

付属高等学校（男子部）を開設 

付属高等学校（女子部）を開設 

社会文化研究所を設置 

八幡大学短期大学（商科）を廃止 

八幡大学から九州国際大学に校名変更 

平野キャンパスに国際商学部を設置 

法経学部を法学部と経済学部に改組 

大学院法学研究科（修士課程）設置 

法学部において「昼夜開講制」を実施 

枝光キャンパスと平野キャンパスを統合、「新キャンパス」が

誕生 

経済学部において「昼夜開講制」を実施 

別科日本語研修課程を設置 

平野キャンパス完成（創立 50 周年） 

国際商学部国際商学科を国際ビジネス学科とアジア共生学科

に改組 

国際商学部において「昼夜開講制」を実施 

九州国際大学付属中学・高等学校開設 

大学院企業政策研究科（修士課程）設置 

法学部に総合実践法学科増設 

国際商学部を国際関係学部に改組 

法学部総合実践法学科を募集停止 

九州国際大学創起 80 周年 

付属高等学校男子部・女子部を統合 

大学学部「昼夜開講制」廃止 

別科日本語研修課程を廃止 

地域連携センターを設置 
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平成 25(2013)年 7 月 

平成 26(2014)年 3 月 

平成 26(2014)年 4 月 

平成 29(2017)年 4 月 

令和 2(2020)年 4 月 

令和 3(2021)年 3 月 

令和 4(2022)年 3 月 

令和 4(2022)年 5 月 

九州国際大学多目的グラウンド完成 

法学部総合実践法学科を廃止 

基礎教育センターを設置 

現代ビジネス学部設置、経済学部及び国際関係学部募集停止 

大学院企業政策研究科（修士課程）募集停止 

大学院企業政策研究科（修士課程）を廃止 

経済学部経営学科を廃止 

経済学部を廃止 

 

2．本学の現況 

・大学名 

九州国際大学 

 

・所在地 

平野キャンパス  北九州市八幡東区平野 1 丁目 6 番 1 号 

 若松グラウンド  北九州市若松区大字有毛 

 

・学部構成 

学部 学科 入学定員（人） 

法学部 法律学科 150 

現代ビジネス学部 
地域経済学科 250 

国際社会学科 100 

国際関係学部 国際関係学科 － 

合 計 500 

 ※国際関係学部は、平成 29（2017）年度より学生募集停止。 

 

・大学院（修士課程）構成 

研究科 専攻 入学定員（人） 

法学研究科 法律学専攻 10 

合 計 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



九州国際大学 

5 

・学生数、教員数、職員数（令和 6（2024）年 5 月 1 日現在） 

【学部（学士課程）の学生数】                     （人） 

学部 学科 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 合計 

法学部 
法律学科 100 163 138 127 528 

計 100 163 138 127 528 

現代ビジネス学部 

地域経済学科 240 271 220 243 974 

国際社会学科  86  82  65  86 319 

計 326 353 285 329 1,293 

国際関係学部 
国際関係学科 － － －   1   1 

計 － － －   1   1 

合 計 426 516 

 

423 456 1,822 

※国際関係学部は、平成 29（2017）年度より学生募集停止。 

 

【大学院（修士課程）の学生数】            （人） 

研究科 専攻 1 年次 2 年次 合計 

法学研究科 法律学専攻 9 10 19 

合 計 9 10 19 

 

【学部（学士課程）の教員数】             （人） 

学部 学科 専任 兼任 合計 

法学部 
法律学科 21 17 38 

計 21 17 38 

現代ビジネス学部 

地域経済学科 21 18 39 

国際社会学科 15  7 22 

計 36 25 61 

合 計 57 42 99 

 

【大学院（修士課程）の教員数】            （人） 

研究科 専攻 専任 兼任 合計 

法学研究科 法律学専攻 11 3 14 

合 計 11 3 14 

※大学院専任教員は学部兼務。 

 

【職員数】                             （人） 

専任職員 嘱託職員 パート（アルバイトも含む） 派遣職員 合計 

46 7 38 4 95 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 2．学生 

2－1．学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1の自己判定 

「基準項目 2－1 を満たしている。」 

 

 

（2）2－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

【学部（学士課程）】 

本学では、教育目的である人材養成を行うため、「学力の 3 要素」の「知識・技能」、「思

考・判断・表現」、「主体性・協働して学ぶ態度」を踏まえた「入学者受入れの方針」であ

るアドミッション・ポリシーを定め、選抜方法及び実施方針を策定している。 

このアドミッション・ポリシーは、ホームページや『入学者選抜要項』、『大学案内』、『学

生便覧』に明示して、全教職員をはじめ学外へ周知している。 

 

【大学院（修士課程）】 

法学研究科は、建学の精神である「塾的精神」に基づき、現代社会の複雑化、高度化及

び国際化に対応するため、国際的視野を持ちつつ、企業や行政の現場で発生する様々な問

題を解決するための法知識を修得した高度専門職業人を養成に力を入れている。 

そのため、アドミッション・ポリシーは、そうした教育目的に従った形で、「研究者、高

度専門職業人の養成という目的のため、明確な目的意識を持ち、法律・政治に関心を有す

るとともに、それらの専門的知識を有している者又は修得しようとする意欲のある者を求

めています」という内容で策定するとともに、この内容は、ホームページや『大学院案内』、

『学生便覧』に明示して、学内外へ周知している。 

 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

【学部（学士課程）】  

アドミッション・ポリシーに基づいた入学者の選抜方法及び実施方針については、入試・

広報委員会において審議され、教育研究協議会の議を経て、学長が決定する。 

入学試験の際には、その都度実施本部を設置し、実施要項を作成し、事前に教職員で試

験の実施方法を確認することで、公正かつ厳正な入学試験を実施している。 

本学では、アドミッション・ポリシーに基づいて、多様な個性を持った入学志願者を受

入れるために、様々な入試区分を設定し、複数の受験機会を設けた上で入学試験を行って

いる。 
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入学者選抜方法としては、一般選抜（一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜）の他に、

学校推薦型選抜、総合型選抜、特別入学試験（社会人入学試験、外国人留学生入学試験）

の入試区分を設けている。 

令和 6（2024）年度の入学者選抜方法は、[図表 2-1-1]に示すとおりである。 

 

[図表 2-1-1] 令和 6（2024）年度入学者選抜方法 

入試区分 選抜方法 

総合型選抜 第 1 期～第 4 期 
小論文、面接 

書類審査（調査書・エントリーシート） 

学校推薦型選抜 

（前期・後期） 

一般 一般推薦 

小論文、面接 

書類審査（活動報告書・志望理由書・調査書） 特別 

指定校推薦 

専門課程推薦 

サークル推薦 

一般選抜 

一般選抜（前期・後期） 
国語、外国語、 

書類審査（活動報告書・調査書） 

大学入学共通テスト利用選抜 

（前期・中期・後期・ﾌｧｲﾅﾙ） 

国語、地理歴史・公民、数学、理科、外国語の

中から高得点 2 科目を採用 

書類審査（活動報告書・調査書） 

特別入学試験 

社会人入学試験 
小論文、面接 

書類審査（成績証明書） 

外国人留学生入学試験 

（前期・後期） 

面接、書類審査（成績証明書・日本語能力試験

N2 以上又は日本留学試験「日本語」250 点以

上（記述含む）を有する者） 

※上記の日本語資格を取得していない者は、

試験日に「日本語能力調査」を受験する。 

外国人留学生指定校推薦入学

試験（前期・後期） 

 

入試問題については、毎年度入試問題作成部会を開催し、前年度の検証及び当該年度の

作成方針を策定の上、本学教員に委嘱して作成している。 

選抜方法については、毎年、学科及び入試区分ごとに入学後の学生の成績の推移につい

ての追跡調査を実施し、その結果をもとに入試・広報委員会において検証を行っている。 

また、令和 5（2023）年 4 月の入試・広報委員会では、この選抜方法がアドミッション・

ポリシーに基づいて行われているかについての検証を行った。 

 

【大学院（修士課程）】 

法学研究科は、アドミッション・ポリシーに掲げる資質を有する者であれば、社会人、

大学生その他経歴・学歴を問わず広く多様な者を受入れている。 

その具体的な実施方法は、次のとおりである。 

アドミッション・ポリシーに基づいた入学者受入れを実現するため、まず、入学志願者

に対する個別進学説明会を例年 12 月上旬頃に行うほか、学修内容、入学試験等について
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ホームページ等で周知している。 

また、ホームページでは教員の研究領域や研究業績などの研究者プロフィールを公開し

て、本学のアドミッション・ポリシーや研究指導環境を志願者が理解する際に役立つよう

配慮している。 

学生の募集（例えば、一般・社会人入学試験）は、秋期（9 月）と春期（2 月）の年 2 回

行い、選抜方法は、書類審査（受験資格審査）の上、筆記試験及び面接試験（専攻科目教

員と他教員一人による面接）の成績を総合して、アドミッション・ポリシーに基づき判定

している。従って、受験者の筆記試験及び面接試験の成績が一定の基準に達しない場合に

は、定員を満たす、あるいは満たさないに関係なく、入学を許可しない。 

なお、筆記試験問題は、専攻科目ごとに担当教員が作成している。 

 このような周知・募集方法及び選抜方法・合否判定については、法学研究科教授会で審

議し、実施しているため、その都度検証の機会が設けられて、その適切性が確認されてい

る。入学者選抜方法は、[図表 2-1-2]に示すとおりである。 

 

[図表 2-1-2] 大学院入学者選抜方法 

入試区分 選抜方法 

一般入学試験 

書類審査、面接 

筆記試験 2 科目（入学後に研究指導を受けようとする専攻科目及びその他の

法律科目又は英語） 

社会人入学試験 
書類審査、面接 

筆記試験（入学後に研究指導を受けようとする専攻科目） 

外国人留学生試験 
書類審査、面接 

筆記試験（入学後に研究指導を受けようとする専攻科目） 

 

その他、大学卒業資格を有しない者についても、入学資格審査（課題論文と面接。課題

論文の出題は入学資格審査委員が行う）を行い、認定した者には上記の受験を許可してお

り、入学実績もある。 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

【学部（学士課程）】 

本学の過去 3 年間の入学定員・入学者及び収容定員・在籍者は、[図表 2-1-3]に示すとお

りである。 

令和 4（2022）年度の入学定員の充足率は、法律学科 94.7%、地域経済学科 106.0%、国

際社会学科 77.0%で、全学では 96.8%となった。また、令和 5（2023）年度の入学定員の

充足率は、法律学科 112.0％、地域経済学科 104.4％、国際社会学科 82.0％で、全学では

102.2％となった。令和 6（2024）年度の入学定員の充足率は、法律学科 66.7%、地域経

済学科 96.0%、国際社会学科 86.0％で、全学では 85.2％となり、やや入学定員を下回っ
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たが、過去 3 年間を総合的にみると入学定員に沿った適切な学生受入れを行っている。 

 

[図表 2-1-3] 入学定員・入学者及び収容定員・在籍者数一覧（過去 3 年間）    （人） 

 

 

【大学院（修士課程）】 

法学研究科の過去 3 年間の入学定員・志願者・入学者及び収容定員・在籍者は、[図表 2-

1-4]に示すとおりである。 

法学研究科の入学定員は 10 人であるところ、令和 4（2022）年度秋期（9 月）・春期（2

月）入試では合わせて志願者 17 人、入学者 6 人（税法）。令和 5（2023）年度は志願者 19

人、入学者 9 人（税法）、令和 6（2024）年度は志願者 20 人、入学者 9 人（税法）となっ

た。 

このような入学定員以上の入学志願者が受験し、また令和 4（2022）年度入試を除けば、

入学定員程度の入学者数がある状況は、近年継続されており、それは、入学定員に沿った

適切な学生受入数の維持が図られていることを示すものである。 

なお、税法専攻の学生が多いのは、税理士試験科目一部免除制度のあることが理由として

大きいが、過去には現職の税理士の入学もあるなど、専門教育修得そのものを目的とした

入学者も少なからず見られる。 

 

[図表 2-1-4] 入学定員・志願者・入学者及び収容定員・在籍者数一覧（過去 3 年間）  （人） 

 

 

 

（3）2－1の改善・向上方策（将来計画） 

【学部（学士課程）】 

アドミッション・ポリシーについては、今後もホームページをはじめ『入学者選抜要項』、

『大学案内』等で受験生に確実に理解してもらうよう努め、本学での学びで成長できうる

入定 入学 充足率 収定 在籍 充足率 入定 入学 充足率 収定 在籍 充足率 入定 入学 充足率 収定 在籍 充足率

法 法律 150 142 94.7% 600 591 98.5% 150 168 112.0% 600 597 99.5% 150 100 66.7% 600 528 88.0%

150 142 94.7% 600 591 98.5% 150 168 112.0% 600 597 99.5% 150 100 66.7% 600 528 88.0%

地域経済 250 265 106.0% 1,000 1,061 106.1% 250 261 104.4% 1,000 1,025 102.5% 250 240 96.0% 1,000 974 97.4%

国際社会 100 77 77.0% 400 353 88.3% 100 82 82.0% 400 317 79.3% 100 86 86.0% 400 319 79.8%

350 342 97.7% 1,400 1,414 101.0% 350 343 98.0% 1,400 1,342 95.9% 350 326 93.1% 1,400 1,293 92.4%

国際関係 国際関係 － － － － 1 － － － － － 1 － － － － － 1 －

－ － － － 1 － － － － － 1 － － － － － 1 －

500 484 96.8% 2,000 2,006 100.3% 500 511 102.2% 2,000 1,940 97.0% 500 426 85.2% 2,000 1,822 91.1%

計

計

合計

令和4年度

現代ビジネス

令和5年度 令和6年度
学部 学科

計

入定 志願 入学 充足率 収定 在籍 充足率 入定 志願 入学 充足率 収定 在籍 充足率 入定 志願 入学 充足率 収定 在籍 充足率

法学 法律学 10 17 6 60.0% 20 16 80.0% 10 19 9 90.0% 20 16 80.0% 10 20 9 90.0% 20 19 95.0%

令和6年度令和4年度 令和5年度
研究科 専攻
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人材の確保を目指す。 

また、各学科のアドミッション・ポリシーに基づき、適切な入学者選抜を入試・広報委

員会を中心に実施することで公正・公平さを確保する。 

加えて、オープンキャンパスや進学説明会、高校訪問等の広報展開を通じて、多くの受

験生に本学の特色ある教育内容を知ってもらう機会の充実を図る。 

他方、近年の広報活動の主軸となっているインターネット広告媒体については、志願者・

入学者確保の募集戦略ツールとして積極的に活用していき、受験生の取り巻く環境の変化

を適切に捉えて充足していく。 

 

【大学院（修士課程）】 

 入学定員に沿った適正な学生受入数の維持については、前述のとおり適切に図られてい

ると考えられるため、今後も現在の入試方法を維持していく。 

また、学生の専攻に偏りが見られることから、今後その多様性を高めるため、学内から

進学する方法について周知し、積極的に活用することでそうした偏りを改善していく。 

 

 

 

2－2．学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

（1）2－2の自己判定 

「基準項目 2－2 を満たしている。」 

 

 

（2）2－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

【学部（学士課程）】 

学修支援体制は、教務委員会及び基礎教育センター委員会等に教員と職員が参加するこ

とで、教職協働が確立されている。 

具体的な学修支援については、学部を基本組織とし、教務委員会等で全学的調整を図り

ながら、以下の学修支援を行っている。 

 

1. 履修指導 

学生の履修登録においては、教員と職員が協力して履修説明を行っている。 

また、独自の取組みとしては、1 年次の春に「フレッシャーズ・ミーティング」を 1 日

実施している。これは、新入生が早期、かつ自然な形で大学の環境に馴染むことを企図し

たオリエンテーションで、丁寧な履修指導ガイダンスや学士課程教育の説明に配意してい

る。 

2 年次以上については、教務委員と学務事務室職員が協働で履修説明会を開催し説明を

行っていたが、令和 2（2020）年度からは KIU ポータルに履修の説明資料を用意し、相談
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を希望する学生には個別の指導を実施している。 

 

2. 学修支援 

1 年次から卒業年次まで一貫して、学生一人ひとりに細やかな指導を行うことを旨とし

ている。うち 1 年次は入門セミナーの担当教員が、2 年次以降は専門演習（ゼミ）の担当

教員が指導にあたっている。さらに、「学修ポートフォリオシステム」である「Assessmentor

（以下「アセスメンター」という。）」を通じ、学生に目標と振り返り、学修の自己評価を

毎学期、入力させている。 

また、教員と学生の面談の記録を KIU ポータルに記載し、その内容は職員とも共有化を

図っている。 

 

【大学院（修士課程）】 

 大学院の学修支援としては、「九州国際大学大学院学則」及び「九州国際大学大学院法学

研究科規則」に基づく履修指導を行っている。その際、新入生の状況把握や、各種の説明

及び指導は、入学後の新入生ガイダンスをはじめ、指導教員及び大学院担当事務職員（学

務事務室）による個別相談等で対応している。 

また、大学院生研究室内の主たる備品（机・椅子等）の管理については、大学院担当事

務職員（学務事務室）が対応している。このほか、例年実施している「法学研究科院生ア

ンケート」において示された院生の履修科目に関する要望は、当該各科目担当教員が対応

している。このように、教職協働による学修支援体制が構築されている。 

その他、文献検索の方法等の講座を実施する場合にも、講義を円滑に進めるための教職

連携体制ができている。 

 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

1. TA(Teaching Assistant)等の活用 

本学では、学修支援の充実を図るために SA(Student Assistant)を配置している。 

1 年次生に対しては、学士課程教育に自然に溶け込み、大学の環境に馴染んでいくこと

ができることを目標にしたフレッシャーズ・ミーティング（新入生対象のオリエンテーシ

ョン）で、学生スタッフとして SA を活用している。 

また、1 年次必修の演習科目「入門セミナー」に SA を配置している。その目的はアク

ティブ・ラーニングやグループワーク形式の授業において、新入生が積極的に意見を述べ

たりグループワークに参加したりできるようにするためである。上級生である SA が発言

や参加を促すことで、授業の活性化を図っている。その他、共通科目の「情報処理演習」、

法学部の「社会実習」、「リスクマネジメント実習」などの科目に SA を配置している。こ

れらの科目では、学生の質問に答えるなどのサポートが行われている。 

さらに、基礎教育センターにも SA を配置し、対象学生が基礎学力を身につけるにあた

っての、SA 及び教職員との丁寧なコミュニケーションの仕組みを整えている。 

なお、TA(Teaching Assistant)については、令和 5（2023）年 4 月より大学院学生を TA

として採用し、教員の教育上の補佐業務に従事することを通じて学士課程教育の充実を図

るとともに、大学院学生の教育及び研究能力の向上に資することを目的として運用を開始
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したが、採用には至っていない。 

 

2. オフィスアワー制度 

教員が、学生の質問や相談に応えるための専用時間帯としてオフィスアワーを設けてい

る。専任教員は週 2 コマ、非常勤講師は担当講義科目の前後に設定し、多様化した学生の

要望を受け、細やかな指導を行っている。各教員のオフィスアワーの時間帯について学生

は、学内の掲示板や KIU ポータルで確認することができる。 

 

3. 障がいのある学生への配慮 

障がいのある学生への配慮に関しては、学生支援室が入学前や入学後に受験上及び修学

上において希望する配慮や支援等について相談に応じている。それらの内容等については

学務事務室より教員に周知している。定期試験では希望に応じて別室受験、試験時間の延

長、パソコン（PC）を使用した受験を認めている。 

また、障がいの程度・内容に応じて個別に支援をしている。支援内容については、「九州

国際大学における障害のある学生への修学支援に関する基本方針」及び「九州国際大学に

おける障害のある学生への修学支援等に関する規程」を定め、ホームページにおいて公表

している。 

 

4. 中途退学、休学及び留年などへの対応 

本学では、KIU ポータルで全学生の成績と出席状況、面談記録等が把握できるようにな

っており、これらの情報を全ての教職員が確認することができる。これにより、学修状況

に応じた指導・支援が可能となり、教職員間の共通理解が図られる体制が整っている。そ

して年に 2 回（9 月と 3 月）の成績相談会では、主に当学期及び通算の取得単位数が一定

の基準以下にある学生と保護者を対象に、退学、休学、留年に繋がらないよう演習担当教

員が個別に面談指導している。 

なお、相談会は、予約に基づく電話相談形式で実施している。 

また、相談会以外でも、単位取得不足や学生生活の悩みなどの問題のある学生に対して、

演習担当教員がオフィスアワーなどを利用し、個別に相談や指導を行っている。 

退学や休学を希望する学生に対しては、演習担当教員が必ず面談し、学生の事情を詳し

く聞き、面談内容を記録している。 

さらに、各学部の教授会において、学生の退学及び休学に関する面談内容等について報

告し、退学や休学に至る原因を把握している[図表 2-2-1]。 
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[図表 2-2-1]  

① 理由別の退学・除籍者数（過去 3 年間）                                （人） 

 

 

② 理由別の休学者数（過去 3 年間）                     （人） 

 

 

 

（3）2－2の改善・向上方策（将来計画） 

学生が卒業するまでに具体的にどのような力を身につけ、どの程度の向上を図ることが

できたのか、自己の学修成果を振り返り、学生生活を自己管理するための仕組みとして「学

修ポートフォリオシステム」である「アセスメンター」を導入している。演習担当教員に

おいては、「アセスメンター」より取得したエビデンスをもとに、学生が積極性を身につけ、

将来を見据えた学生生活を送れるように指導が行える環境が整備されている。 

学修支援については、引き続き、教務委員会等で全学的な調整を図りながら、教員と職

員が一体となった支援を推進する。 

また、「アセスメンター」だけでなく、学生の学修達成度を数値化・可視化する仕組みの

「ディプロマ・サプリメント」の構築を目指す。  

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5

就学意欲の低下 1 7 2 9 7 12 ― ― 10 14 14

進路変更（他の教育機関） 3 3 3 9 17 7 ― ― 12 20 10

進路変更（就職） 9 4 4 14 19 16 ― ― 23 23 20

経済的困窮 10 11 6 26 22 26 3 ― ― 1 40 33 32

学力不足 1 3 2 8 10 11 ― ― 9 13 13

身体疾患 1 1 1 1 4 1 ― ― 2 5 2

心身耗弱 1 1 7 3 5 ― ― 8 3 6

海外留学 2 1 ― ― 2 0 1

その他 1 1 1 1 3 2 ― ― 2 4 3

合計 27 30 20 77 85 81 3 ― ― 1 0 0 108 115 101

大学全体
理由

法学部 現代ビジネス学部 経済学部 国際関係学部

R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5 R3 R4 R5

進路変更を検討 1 1 1 4 6 1 5 7

経済的理由 1 1 1 3 5 2 4 5

身体疾患 3 3 1 2 5 5 1 5 9 6

留学 1 2 7 4 2 7 5

兵役 1 1 1 1 2 0

一身上の理由 2 6 1 9 0 0

その他 1 2 2 2 8 8 3 10 10

合計 7 8 5 15 28 28 1 1 0 23 37 33

大学全体国際関係学部現代ビジネス学部法学部
理由
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大学院は、今後も大学院生の学修上の要望を叶えつつ、良好な学修環境が保持できるよ

う教職協働を行っていく。 

 

 

 

2－3．キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

（1）2－3の自己判定 

「基準項目 2－3 を満たしている。」 

 

 

（2）2－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

【学部（学士課程）】 

学生の社会的・職業的自立、大学から社会・職業への円滑な移行を図るため、本学では、

学部・学科から選出された教員及びキャリア支援室職員により構成される「就職対策委員

会」を設置している。 

また、教育課程にキャリア教育科目を配置し、教職一体となったキャリアサポート体制

を確立している。 

 

1. 教育課程内における指導 

本学では、1 年次から 3 年次にかけて、全学で段階的かつ体系的なキャリア教育を導入

している(KIU-SPICE：KIU Support Program in Career Education)。 
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1 年次では、必修科目として「キャリアデザイン」を配置し、自立した社会人としての

将来設計を描く力、自分に合った仕事を見出す力などを養成している。 

2 年次では、「キャリアプラン」を配置し、基礎学力の底上げと就職活動に向けた業界・

仕事研究を指導している。 

3 年次では「キャリアプラン実践」を配置し、SPI 対策や社会常識・マナーといった社

会人基礎力を養成している。 

 

「インターンシップ」は、受入れ先企業での就業体験に加え、ビジネススキルやマナー

を習得する事前学習、振り返りとレポート作成を行う事後学習からなり、これにより企業

研究や職業観の醸成を実践的に進める機会となっている。受入れ先企業の斡旋に関して北

九州商工会議所と協定を結ぶとともに、キャリア支援室としても学生の関心の高い企業を

中心に新規開拓を継続的に行っている。 

 

その他、法学部では「キャリア・チュートリアル」を 1 年次から 4 年次まで配置し、少

人数教育できめ細かいキャリア教育を展開している。 

 

2. 教育課程外における指導 

学生の職業意識の喚起や企業・業界に対する視野を広げることを目的に、キャリア支援

室では各種就職講座や企業・業界説明会を定期的に行っている。令和 5（2023）年度の主

なプログラムとしては、ゼミ出前講座（就活準備ガイダンス、4 月）、業界研究セミナー（4

月～5 月）、就勝ステップアップ研修（9 月）、しごと研究フェア（2 月）などの就職活動プ

ログラムが挙げられる。 

このうち令和 5（2023）年 4 月 24 日から 5 月 12 日にかけて開催した業界研究セミナー

は、延べ 696 人の学生が参加し、各業界の状況や仕事内容についての理解を深め、志望業

界・職種を絞り込んでいく上で有益な場となった。 

 

3. 就職・進学に対する相談・助言体制 

4 年次及び過年度生に対しては、キャリア支援室と演習担当教員とで情報を共有して、

徹底的な個別指導により積極的に就職活動をバックアップしている。 

キャリア支援室では、地場を柱にこれまで関係の薄かった優良企業へのアプローチ、学

生のニーズや採用動向を踏まえた企業開拓、多種多様な業種への接点確保などにより企業

との安定的かつ発展的な関係構築を図っており、多くの企業による学内イベントへの参加

に寄与している。 

キャリアコンサルタントの有資格者を就職アドバイザーとして常駐させ、月曜から金曜

の 9 時 50 分から 16 時 10 分まで、学生 1 人 40 分の時間で相談に応じている。就職活動

に関する学生の悩みや疑問への対応から、履歴書やエントリーシートの添削指導や面接指

導などの実践的な指導に至るまで、広範な相談事項に対応している。 

学生が就職活動に取り組むにあたって必要性が高いと考えられる事項である、履歴書の

書き方や就職支援 Navi システムの活用方法などについては、キャリア支援室において説

明動画コンテンツを作成し、KIU ポータルを通じて学生がいつでも視聴可能なアーカイブ



九州国際大学 

16 

とした。 

コロナ禍を起因とした就職環境の変化への対応として、インターネットを活用したオン

ライン説明会やオンライン面接試験を積極的に実施する企業が前年度に引き続き多くあっ

たため、学生が通信環境や通信利用料金を気にすることなく選考に参加できるように、Web

面談対応型個人ブース“CALI-V（キャリボ）” の利用促進を図った。 

前年度から継続して、他の部署や各年次の演習担当教員との連携を高め、キャリア関連

イベントの周知・徹底や就職決定状況に関する情報の収集を全学的に、効果的に進めるた

めの体制整備を図った。特に令和 5（2023）年度は新しい取り組みとして、キャリア支援

室に学部別担当を設け、学科別に学生個別の就職相談・ガイドなどを実施し所定の成果が

上がった。 

以上のような取組みを実施して、就職率は令和 5（2023）年度 97.6%を達成、令和 4（2022）

年度 95.6%、令和 3（2021）年度 91.3%と連続して就職率の向上に寄与している。 

 

【大学院（修士課程）】 

法学研究科は税法専攻の学生が多く、修了生たちは福岡・北九州地区を中心に税理士と

して活躍しており、修了生同士で連携を図りながら地域貢献を行っている。 

 

 

（3）2－3の改善・向上方策（将来計画） 

令和 6（2024）年度は、学生の就職活動支援について、演習担当教員とキャリア支援室

の連携のもと個別指導をさらに強化する。また、学部担当制による継続的かつ効果的な支

援を提供するために室員の質向上を図り、SD(Staff Development)研修を実施する。 

インターンシップにおいては、実施形態の多様化に積極的に取り組むとともに、各年次

の演習担当教員と連携して学生のインターンシップに対する認知を向上させ、それへの参

加を勧める。今後は、就職活動の早期化への対応として、入学時より職業体験・インター

ンシップの周知に力を入れ、2年次での参加を制度化する。 

また、キャリア支援室による就職活動プログラムについても、就職活動の進捗状況を睨

みながら、より学生に寄り添った構成で企画、実施していく。 

さらに、キャリア支援室の学部別担当は就職活動がますます早期化する中、できるだけ

3 年次生にまで拡大していく。 

 

 

 

2－4．学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

（1）2－4の自己判定 

「基準項目 2－4 を満たしている。」 
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（2）2－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学では教職員で連携し、修学支援及び学生生活支援の体制を整えている。この体制の

もと、学生が学修に専念できる環境を整え、充実した学生生活を送れるように、包括的に

学生を支援している。 

 

1. 学生サービス、厚生補導のための組織 

学生サービス、厚生補導のための組織として学生支援室に「保健室」と「やわらかカフ

ェ（学生相談室）」を設置している。学生が学修に専念できる学生生活を送られるように

学生支援室が支援している。 

学生の福利厚生と学生生活の充実向上に関する事項について協議するために、学生部長

のもと、教職員で学生サービス委員会を組織している。本委員会では、定期的に学生生活

全般に関わる情報を共有するとともに、各種対応について協議している。 

 学生サービスの提供及び厚生補導は主として学生支援室が担っており、それに加えて学

生を心身両面から支援することを目的として「保健室」並びに「やわらかカフェ（学生相

談室）」を設置している。 

 

2. 学生の心身に関する支援、課外活動に関する支援 

学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等に対しては、保健室（保健師 2 人）とカ

ウンセラー（臨床心理士 2 人）が対応をしている。 

保健室は、健康診断及び事後措置等の通常の保健室業務のほか、健康教育や相談業務を

中心にした活動している。 

健康診断受診率は、令和 3（2021）年度 91.3％、令和 4（2022）年度 95.5%、令和 5

（2023）年度 95.9%と高い受診率を維持している。 

保健室の利用状況は、令和 3（2021）年度 3,495 人、令和 4（2022）年度 4,338 人、令

和 5（2023）年度 1,898 人であった。これは、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の

5 類に移行されて以降、保健室への相談が大きく減少したことが影響している。 

保健室の健康教育として、「感染症の予防」、「禁煙」等に関して指導している。法人と共

催して「AED（自動体外式除細動器）講習会」を年 2 回実施しているが、令和 2（2020）

年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響で実施できなかった。令和 2（2020）年度以

降の大学祭では、新型コロナウイルス感染症予防対策の指導等の活動を実施した。 

また、保健室の活動や健康情報の記事をホームページに掲載し、学生へ健康情報の発信

を行っている。 

カウンセラーの常駐スペースである「やわらかカフェ（学生相談室）」は、心身ともに

健全な学生生活の実現と学生の居場所づくりを目的として、カウンセリングの他、様々な

イベントを開催している。一連の活動を通して、学生同士の交流の場として機能するとと

もに、学生相談への親近感を高めることに寄与している。 

カウンセラーは、学生が大学生活の中で経験する様々な心の悩み、問題の解決をサポー

トすることを目的としている。近年、精神面及び健康面等様々な問題を抱えた学生が増加

するにつれ、カウンセラーとの相談内容も多様化している。相談件数は、令和 3（2021）

年度 245 人、令和 4（2022）年度 209 人、令和 5（2023）年度 195 人であった。 
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さらに、平成 24（2012）年度より、カウンセラー、保健師、学生部長、学生支援室長及

び学務事務室職員出席による懇談会を毎月開催している。本会においては心理面で不安定

な学生の情報を共有し、対応について協議している。 

 

課外活動への支援については、学生支援室が対応している。学生で組織している学生自

治会執行委員会、体育会本部、文化会総務委員会、大学祭実行委員会（以下「四協団体」

という。）に対して、学生の自治活動や会計処理における相談・指導、大学祭の企画実施

の支援に取り組んでいる。体育会本部に体育系サークル 17 団体、文化会総務委員会に文

化系サークル 8 団体が所属している。各団体は月 1 回の会議を開催し、サークル活動の活

性化を進めている。 

また、拡大自治会連絡協議会を開催し、学生部長をはじめとした教職員と「四協団体」

との意見交換の場を設け、学生の意見・要望をヒアリングしている。この会議で出された

意見や要望について、毎年、学長懇談会を開催し、学生の意見に対する回答と対応につい

て説明を行い、学生生活満足度の向上とサービスの充実を図っている。 

体育施設のトレーニングルームは、安全面を考慮したレイアウトの見直しを実施し、ト

レーニング設備と機能の充実を図り、学生のトレーニング効果の向上に取り組んでいる。

利用する学生には、事前に使用説明会の受講を義務付け、安全で快適に利用できるよう指

導している。さらに、熱中症と換気対策として大型扇風機を設置している。 

体育会系サークルに対しては、体育館アリーナに熱中症予防のため WBGT（暑さ指数）

測定器を設置、剣道場や武道場など室温が下がりにくい練習環境のサークルにはスポット

クーラーの貸し出しをするなど、危機管理と環境改善、安全対策に取り組んでいる。 

体育会系強化サークルの経済支援として、競技用備品の補助及び連盟加盟費補助、競技

指導者には、旅費交通費補助など一定額の補助を行っている。 

 また、八幡東区で毎年恒例に実施される「まつり起業祭八幡」では、学生によるボラン

ティア活動に対して、積極的に支援している。 

さらに、サークルの学内外の指導者間の連携強化を一層図るため、サークル指導者研修

会の開催や指導者相互の情報交換ができる場を設けている。 

 

3. 経済的支援 

奨学金等の経済的支援については、学内奨学金制度を充実させるとともに学外奨学金の

活用を周知し、積極的に取り組んでいる。 

本学独自の奨学金制度は、以下のとおりである。 

 

⑴ 学術奨学金 

入学試験時又は在学中における学業成績及び人物ともに優秀な学生に対して、授業料

の全額又は半額を 1 年間給与する。入学時採用学術奨学生は最長で 4 年間まで更新する

ことができる。 

⑵ サークル奨学金 

入学試験時（出身学校長等及びサークル顧問の推薦）における課外活動の成績並びに

人物ともに優秀な学生に対して、授業料の全額又は半額を 1 年間給与する。サークルを
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継続することを条件に、最長で 4 年間まで更新することができる。 

⑶ 教育支援奨学金 

付属高等学校奨学生：九州国際大学付属高等学校の出身学生に対して、入学金を全額

免除し、授業料の 40％相当額を 1 年間給与し、最長で 4 年間まで更新することができ

る。ただし、学業成績及び授業出席が不良な学生は、受給資格を取り消すことができる。 

特別育成奨学生：高大連携校より推薦された学生に対して、授業料の 30％相当額の奨

学金を１年間給与し、最長で 4 年間まで更新することができる。ただし、年間取得単位

数が 30 単位未満の学生は、受給資格を取り消すことができる。 

⑷ 私費外国人留学生授業料減免 

経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績が優秀であると認めら

れた私費外国人留学生に対し、授業料の 50％を限度として 1 学期減免する。最長で 4 年

間まで更新することができる。ただし、学業成績及び授業出席が不良な私費外国人留学

生は、受給資格を取り消すことができる。 

⑸ 自然災害による被災学生に対する授業料減免 

自然災害の被害を受けた世帯の学生に対し、当該年度の授業料全額又は半額を 1 年間

免除する。ただし、情況により更新することができる。 

⑹ 大学院奨学金 

学業、人物ともに優秀と認められた大学院生に対して、授業料相当額又はその半額を

1 年間給与する。 

 

経済的理由により修学困難な学生に対しては、令和 2（2020）年 4 月より、国が新設し

た「高等教育の修学支援新制度」に誘導している。 

その他、学外の奨学金として「九州国際大学同窓会給与型奨学金」をはじめ、地方公共

団体の奨学金も積極的に活用している。「日本学生支援機構奨学金」に関しては、予約採

用・在学採用をはじめ家計急変採用、緊急・応急採用の申込手続き、継続手続きの支援を

行い、給付型、第一種、第二種の全ての奨学金を多くの学生が利用している。 

学費については、納期までに学費等を納入できない特別の事情がある場合は、納付期限

の延長あるいは分割して納入することができるようにしている。 

 

 

（3）2－4の改善・向上方策（将来計画） 

毎年、拡大自治会連絡協議会と学長懇談会を開催し、学生の様々な意見・要望等を吸い

上げて、学生サービスの充実に繋げている。 

拡大自治会連絡協議会においては、「四協団体」の代表と学生部長、教務部長、学務事務

室と学生支援室の職員が出席して、意見交換を行っている。その後に開催される学長懇談

会では、拡大自治会連絡協議会から出された学生の意見・要望について、学長が回答する

仕組みとなっている。今後もこれまで同様に、拡大自治会連絡協議会と学長懇談会を開催

し、学生サービスの充実に取り組んでいく。 
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2－5．学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－5の自己判定 

「基準項目 2－5 を満たしている。」 

 

 

（2）2－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

本学は、福岡県北九州市八幡東区平野（以下「平野キャンパス」という。）に位置してい

る。本学の校地・校舎は、大学設置基準を十分に満たす面積を保有し、その施設・設備は

安全面に十分に配慮されており、質的・量的両側面において教育課程の運営に支障をきた

すことなく整備され、有効に活用されている。これら施設・設備の維持管理のための大規

模改修・修繕工事等については、「学校法人九州国際大学第三期中期経営計画 2019 年度～

2023 年度【5 ヵ年計画】」におけるキャンパス・マネジメントの考え方に基づき、老朽度・

安全性等を考慮して優先順位の高いものを中心に年次計画を策定し、「修繕スタイル」から

「保全スタイル」への転換を図っている。 

また、事業実施にあたっては、学生等の教育研究活動及び課外活動の妨げとならないよ

う、長期休暇期間を利用して施工するよう配慮している。 

本学の全ての校舎は、平成元（1989）年以降に建設されているため、昭和 56（1981）

年 6 月 1 日改正の新耐震基準（建築基準法施行令）を満たしている。 

平野キャンパスは、1 号館（学長等役職者の執務室、事務室、保健室、会議室等）、2 号

館（教室、基礎教育センター、スタディー・スペース、学生フリースペース）、3 号館（教

室、事務室）、研究棟（教員研究室、会議室、大学院生研究室、ラウンジ等）、メディアセ

ンター（図書館、教育情報ネットワークセンター、情報教室、システムカフェ）、KIU ホー

ル（大教室、学生食堂、大学生協、学生自治会室）、平野記念館（体育館、武道場、トレー

ニングルーム、部室）の 7 棟及び運動場（多目的人工芝グラウンド、テニスコート）で構

成されている。 

2 号館及び 3 号館の教室には、プロジェクター、マイク、PC 等の教育用機器及び学内

LAN（有線・無線）が整備済であるほか、3 号館 3 階～5 階にあるアクティブ・ラーニン

グ教室では、小型プロジェクター、モバイルノート PC、無線 LAN、電子黒板等の ICT（情

報通信技術）教育環境を整備している。 

また、学生の学修環境整備の一環として、学校法人九州国際大学平野キャンパストイレ

等環境整備事業を、令和 3（2021）年度に基本設計・実施設計を行い、令和 4（2022）年

度に施工し、学生及び教職員の使用する和式トイレを洋式トイレに、出入口のサインを更

新し、トイレ等の環境整備を実施した。 

さらに、学生・生徒の快適な学習環境の維持・向上に向けて空調設備や受電設備の保全

工事を実施したほか、老朽化が顕著な平野キャンパス内の電話交換機取替工事を実施し、
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通信設備の安定を図った。 

大学の学生食堂をリニューアルし、キャンパス内での飲食を支援すると同時に、学生が

集える場所として環境づくりに貢献した。 

 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

情報サービス施設 

本学における ICT 教育環境の中核をなす施設として、メディアセンターを設置してい

る。センター内には PC1～3 教室に 160 台、自由利用フロア（以下「システムカフェ」と

いう。）に 42 台、計 202 台の教育用パソコンを配置している。ノート PC 等の持ち込みに

対応するために、120 席全席に情報コンセントを装備した視聴覚室「マルチメディア教室」

1 室を設置している。その他、3 号館の PC4 教室に 36 台、1 号館及び 3 号館のアクティ

ブ・ラーニング対応ゼミ教室（10 室）にノート PC 全 52 台、3 号館のゼミ室（10 室）に、

タッチディスプレイ式の電子黒板を配置している。  

学内のパソコンは、学内ネットワークに常時接続されており、全ての科目等において情

報教育を行う環境が整っている。 

「システムカフェ」は講義時間に関わらず開放されており、講義の合間の調べ物や、グ

ループでの発表資料作成などに活用されている。インターネットカフェ的な休憩設備と共

同学習空間を融合したコミュニティスペースとして人気があり、学生の滞在時間拡大にも

寄与している。 

Windows ドメインによる管理システムを採用し、全学生に「DINOS 登録情報」（ID・

パスワード）を発行し利用を徹底することで、利便性の高いサービスを提供しつつ、ユー

ザー認証等の使用経験を通じてセキュリティ意識を涵養している。  

電子メールやファイル保存用のストレージには、クラウドサービス「Microsoft365 

Education A5」を教育用・事務用共に採用し、学内外を問わず利用可能としている。「Teams」

を利用したライブ配信型遠隔講義にも対応している。 

インターネット等の通信環境は、全ての教室と食堂、体育館などの施設に無線 LAN(Wi-

Fi)を整備し、本学学生は、持参したノート PC やスマートフォンをキャンパス内のどこで

もネットワークに接続することを可能としている。 

ネットワークの上流回線には SINET と民間回線の 2 系統によるマルチホーム環境を構

築し、効果的な負荷分散によって通信品質の維持を図ると共に、万一の通信障害発生時に

は、相互にバックアップ回線として機能することで耐障害性を高めている。加えて、セキ

ュリティ水準向上の対策として UTM（統合脅威管理装置）を導入し、近年増加する新た

な脅威から包括的に情報資産を保護し、学生・教職員が安心して ICT を活用した教育研究

活動を行える環境を整備している。 

 

図書館 

本学図書館は、5 階建てメディアセンターの中の 2 階から 5 階までを占め、書庫スペー

スは 915.7 ㎡、閲覧スペースは 1,980.9 ㎡及び車椅子席を含めた 333 の閲覧席から構成さ

れる。 

2 階には、プロジェクター及びノート PC が貸出利用可能な「ラーニングコモンズ」が
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あり、蔵書検索用 PC 以外にインターネット接続が可能な PC5 台を設置している。同フロ

アには、ビデオ学習用教材や映画等を視聴可能な DVD プレーヤーなどの機材を備えた 22

個のブースからなる AV コーナーを設置している。 

3 階には、アクティブ・ラーニングスペースとして利用可能なグループ自習室があり、

47 インチの電子黒板と PC を配置している。同フロアには、シラバスに掲載している参考

図書をはじめとした、各科目の関連図書を集めた指定図書コーナーがある。 

4 階には、教員及び大学院生を対象とした研究個室を 4 室設置している。 

令和 5（2023）年度は、229 日開館し、延べ 40,880 人が利用した。 

図書館の蔵書数は、令和 6（2024）年 3 月 31 日時点で和書が約 39 万 5,000 冊、洋書が

約 89,000 冊である。図書館の蔵書は、学術専門書の割合が高いが、学生の読書意欲の向上

や教養教育の充実化を図るため、学生からの希望図書や一般教養書も積極的に収集してい

る。近年特に力を入れているのは、学生の関心領域に合わせたテーマ設定による選書企画

や本屋大賞エントリー書籍の展示である。 

また、諸規程に基づくカリキュラムやシラバスに沿った資料の収集に重点を置き、選書

対象を絞ることによって書架の確保に努めている。なお、学部用図書の選書は、図書委員

である各学部教員が行っている。  

情報化への対応として、平成 8（1996）年に図書館業務用システムを導入して以降、国

立情報学研究所（NII）の目録所在情報サービス（NACSIS-CAT/ILL）に参加し、目録情

報の共同利用及び他大学図書館との相互利用を活発に行っている。 

さらに、2 階及び 3 階には、蔵書検索用 PC6 台を設置しており、電子ジャーナル、新聞

記事検索、判例検索のデータベース等を契約している。 

学生の図書館利用を促すため、情報リテラシー教育の一環として、「図書館ガイダンス」

や「文献検索演習」を演習単位で実施している。特に、新入生が受講する必修科目の「入

門セミナー1」では、授業と連携して全クラスで実施している。その中で、館内ツアーや本

探しなど全般的な説明に加え、蔵書検索端末を利用した文献検索や新聞記事検索について

解説を行っている。 

 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

大学が位置する平野キャンパスの各建物には、自動ドア、エレベーター、多目的トイレ

を設置し、各教室については、車椅子でも利用できる机を整備している。学内各所にスロ

ープ、手摺り、身体障害者専用駐車場を整備して、バリアフリー対策を講じており、利便

性の向上に配慮している。 

 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

少人数教育を基本とし、学生一人ひとりを大きく育てる教育を行っている。そのために、

授業科目によって 1 クラスの受講生数の上限を設けている。  

「演習科目」では、1 クラス 15 人から 20 人程度という基準を設けている。  

「語学科目」では、1 クラス 40 人程度という上限基準を設けている。  

「講義科目」では、1 クラス 150 人程度という上限基準を設けている。  

なお、履修希望者が多い授業については、当該科目の複数開講の検討や、配当年次、卒
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業要件及び免許・資格に必要であることなどを優先順位として履修登録を行い、受講生数

が適正な人数になるようにしている。 

 

 

（3）2－5の改善・向上方策（将来計画） 

情報処理に関する今後の活用計画としては、学生に必携化しているモバイルパソコンの

活用拡大を図るため、教員間の ICT 教育活用のノウハウ共有を推進し、GIGA（Global and 

Innovation Gateway for All）スクール世代の円滑な受け入れに対応する。 

また、学内でのモバイルパソコン利用時の利便性を向上するため、充電設備や自習エリ

アの確保、無線 LAN（Wi-Fi）の電波状態改善、システム更新によるセキュリティ維持・

強化に取り組む。 

 

 

 

2－6．学生の意見・要望への対応 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の 

意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

（1）2－6の自己判定 

「基準項目 2－6 を満たしている。」 

 

 

（2）2－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

毎年、各学期末に授業科目の改善・改革を進めるために学生による「授業アンケート」

を令和 5（2023）年度より KIU ポータルから「アセスメンター」を活用した Web 回答方

式へ変更して実施している。これにより、アンケートの共通質問項目も 13 項目から 11 項

目に変更し、学生による自由回答 2 項目の計 13 項目で構成されており、共通質問項目は

集計・分析され、FD（Faculty Development）委員会を経て、各教授会にて公表される。

FD 委員会では、アンケート項目の改善について継続的に検討している。 

さらに、アンケート結果を踏まえて、次学期の授業運営に反映させるため、結果の良い

教員に対しては担当する科目の分野別に優秀教育教員として表彰している。逆に、アンケ

ート結果が一定数値以下の科目については、必要に応じて、担当教員に対し役職者による

面接等を行うことにしている。 

アンケート結果は教授会において全教員に回覧される。それに加え、教員には個別に各

担当科目のアンケートの数値結果と自由記述欄の内容が通知される。各教員は前学期のア

ンケート結果を踏まえて、今後の授業運営・改善に活かすべく自己所見及び来期の改善を

記載した「教員コメント」を作成し、学長に提出することになっている。 

結果の公開については、ホームページに授業アンケート結果の講評を掲載している。 
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このように、全学で教育目標の達成に取り組み、点検・評価し、授業改善に向けたフィ

ードバックを行っている。  

 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の 

意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

保健室では、入学時に「健康調査表」の提出を求めており、学生の健康状態を把握し、

在学中の健康管理の資料として使用している。 

やわらかカフェでは、KIU ポータルを利用してメンタル面に関するアンケートを実施し、

回答の中で配慮の必要な学生に面談を行っている。また毎月、カウンセラー、保健師、学

生部長、学生支援室職員、学務事務室職員及び基礎教育センター職員による定例会を開催

し、学生の情報交換と対応の確認を行っている。 

学生への「学生意識及び学生生活満足度調査アンケート」は、KIU ポータルを利用して

実施している。このアンケートでは、例えば経済面では「学費はどのように払っています

か」「奨学金を受けていますか」など、また生活面では「学生生活上の悩みや問題は、誰に

相談していますか」などを問い、学生生活における学生の満足度や生活実態について調査

を行っている。その結果は、学生がより充実した大学生活を送るための改善などに役立て

ている。 

 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

施設・設備については、「学生意識及び学生生活満足度調査アンケート」において、大学

の施設設備や大学の立地などを問い、さらに自由記述により学生の意見を求めている。ま

た、学生の「四協団体」と学長、学生部長及び教務部長とによって行われる学長懇談会に

寄せられた学生の要望を取り上げ、関係部署とその要望内容を検討し、学修環境の改善に

取り組んでいる。 

 

 

（3）2－6の改善・向上方策（将来計画） 

本学はこれまで学長懇談会をはじめ、各種のアンケートを実施し、学生の要望を把握し

てきた。大学に対する学生のニーズが多様化している中で、それらをより的確に組み上げ

ることができるよう、FD 委員会や学生サービス委員会で検討し、「授業アンケート」、「学

生意識及び学生生活満足度調査アンケート」の設問項目をアップデートしていく。これに

より、学生の要望を大学の運営に反映させ、学生満足度を高めていく。 
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［基準 2 の自己評価］ 

学生の受入れ基準は、大学全体と各学部・学科、研究科のアドミッション・ポリシーに

明確に定められ、ホームページや『入学者選抜要項』、『学生便覧』等を通じて学内外に広

く周知されている。入学者選抜は、このポリシーに基づき多様な入試区分を通じて実施さ

れ、選抜後、適切かどうかの検証が行われている。 

学部の入学者数は、平成 29（2017）年度の現代ビジネス学部設置以降、大学の入学定員

を満たしてきたが、新型コロナウイルス感染拡大という社会情勢等により、令和 4（2022）

年度の入学者数は、研究科を含めて全学で定員を下回った。令和 5（2023）年度における

大学の入学者数は入学定員を満たしたものの、現代ビジネス学部の入学者数は定員を下回

った。今後も入学定員を満たすために、これまでの入試広報活動の充実に加え、インター

ネットを積極的に活用した広報活動を行い、受験生の取り巻く環境の変化に適した募集活

動を継続していく。 

学修支援については、次のような取り組みを通じてその充実が図られている。本学では、

例えば、新入生に対する履修指導ガイダンスやフレッシャーズ・ミーティング（新入生対

象のオリエンテーション）のほか、在学生への希望制による個別履修指導の実施など、教

職協働に基づいて様々な学修支援体制が整備されている。また、KIU ポータルで各学生の

成績、出席状況、面談記録等を全ての教職員が確認できる体制が整っており、成績相談会

において学生と保護者を対象に演習担当教員が個別面談を行うなど、退学者対策における

教職協働の取り組みが図られている。さらに、日常的な学生への学修生活支援として、SA

の活用や学生を対象とした各種アンケート結果の教育へのフィードバック、各種奨学金制

度の整備、課外活動支援等が行われており、適切な学修生活支援の環境整備を目指して充

実させる努力が払われている。 

平成 29（2017）年度に導入し、平成 30（2018）年度より稼働させている学修ポートフ

ォリオシステム「アセスメンター」は、学生が卒業するまでに具体的にどのような力を身

につけたかという、学修成果の可視化が可能であることから、今後の学修指導の要になる

システムであり、適切な運用を行っていく。 

学修生活支援に関しては、引き続き、教務委員会や学生サービス委員会等で全学的な調

整を図りながら、教員と職員が一体となった支援を推進する。 

キャリア教育については、地場企業との関係構築・連携強化及び学生のニーズや採用動

向を踏まえた企業開拓を行って就職環境の充実を図るとともに、学生に対してはカリキュ

ラムの内外において、1 年次から 4 年次に至るまで就職活動の状況に合わせたきめ細かな

指導と対応がなされている。 

施設では、大学設置基準に基づき校地・校舎を整備し、その施設・設備は質及び量の両

面において、教育課程の運営に十分なものであるだけでなく、耐震基準も満たしており、

情報サービス施設の拡充その他の安全対策及びバリアフリーの面を含めて、適切に整備さ

れている。 

以上のことから本学は、学生受入れ、支援、学修環境の整備について組織的仕組みがで

きており、「基準 2．学生」の趣旨を満たしていると評価できる。 
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基準 3．教育課程 

3－1．単位認定、卒業認定、修了認定 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、 

修了認定基準等の策定と周知 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

（1）3－1の自己判定 

「基準項目 3－1 を満たしている。」 

 

 

（2）3－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

本学では、「学校教育法施行規則」の改正において策定・公表が義務付けけられたことに

伴い、ディプロマ・ポリシーを策定した。 

本学の建学の精神は「塾的精神」である。これに基づき、「九州国際大学学則」第 1 条及

び「九州国際大学大学院学則」第 2 条において定めている「北九州の地域に立脚し、国際

的視野を持った理論・実践両面に明るい人材を養成すること」を学部と大学院に共通の教

育目的としている。 

 

【学部（学士課程）】 

この教育目的を実現するために、大学全体のディプロマ・ポリシーに基づいて学部・学

科のディプロマ・ポリシーを策定している。 

また、これらを、ホームページや『学生便覧』等に掲載し周知している。 

さらに、それぞれのディプロマ・ポリシーを視覚的に理解するための指針として、各学

科の人材育成構想を策定している。 

 

【大学院（修士課程）】 

法学研究科の教育目的は、「塾的精神による人材育成」という建学の精神のもと、現代社

会の複雑化、高度化及び国際化に対応するための多角的国際的視野を持ちつつ、企業や行

政の現場で発生する様々な問題を解決するための法知識を習得した高度専門職業人の養成

である。その教育目的を踏まえた形で、「①法律・政治の分野における高度専門職業人と

して必要な知識を修得し活用できる、②法律・政治に関する研究テーマを自分のものとし

て修得し活用できる、③修得した高度専門的知識及び研究テーマに関する知識・考察を地

域社会等に還元できるという能力を備える」というディプロマ・ポリシーを策定しており、

その内容はホームページや『学生便覧』等に掲載し周知している。 

 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修

了認定基準等の策定と周知 

ディプロマ・ポリシーを踏まえ、大学は、「九州国際大学学則」及び「九州国際大学修学

規程」に、大学院は「九州国際大学大学院学則」及び「九州国際大学大学院法学研究科規
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則」に、単位認定、進級、卒業認定、修了認定等の基準を定めている。 

これらの単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等については、『学生便

覧』に明示するとともに、KIU ポータル等を活用して学生及び教職員へ周知しており、毎

年 4 月の新入生向け修学ガイダンスでも周知徹底している。なお、評価方法については科

目ごとにシラバスで公表している。 

 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

【学部（学士課程）】 

1. 単位認定基準 

単位認定基準及び成績評価基準については、「九州国際大学修学規程」第 12 条及び第 12

条の 2 に基づき、[図表 3-1-1]のとおり定めている。 

 

[図表 3-1-1] 単位認定基準及び成績評価基準 

評価 評点 GP 評価基準 

AA 90 点以上 4 到達目標をほぼ完全に達成している。 

A 80 点以上 90 点未満 3 到達目標を十分に達成している。 

B 70 点以上 80 点未満 2 到達目標を相応に達成している。 

C 60 点以上 70 点未満 1 到達目標を最低限達成している。 

F 60 点未満 0 到達目標を達成していない。 

失格 受験失格 0 出席不足 

欠席 試験欠席 0 試験を欠席 

認定   対象外 他大学等で修得し、本学の単位として認定 

 

単位認定については、シラバスに記載された「到達目標」、「評価方法」、「評価基準」を

もとに各担当者が客観的な成績評価を行っている。 

また、修学指導や成績評価の妥当性などのために、GPA(Grade Point Average)制度を導

入している。 

さらに、成績評価の公平性を保つ工夫として、成績評価について疑義がある場合には、

学生は当該教員に対して成績評価の確認を依頼することができる制度を導入している。 

 

2. 進級基準 

進級基準は、全学部・学科において、2 年次から 3 年次、3 年次から 4 年次に進級する

際に設けており、「九州国際大学修学規程」第 8 条の 2 で定め、『学生便覧』を通じて学生

に周知している。 

また、進級については、教務委員会で原案を作成し、教授会において意見を聴取した上

で、学長が進級を決定している。 

 

3. 卒業認定基準 

卒業認定は、4 年以上（編入学及び転入学の場合は在学すべき年数以上）在学し、かつ、
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所定の授業科目を履修し124単位以上修得した学生について、教務委員会で原案を作成し、

教授会において意見を聴取した上で、学長が卒業を決定している。 

 

4. 本学以外の教育施設等における学修の単位認定 

入学後に他の大学又は短期大学、大学以外の教育施設及び入学前に大学又は短期大学で

修得した単位は、教育上有益と認められる場合、「九州国際大学授業科目及び単位の認定に

関する規程」に基づき、合わせて 60 単位を超えない範囲で卒業要件単位として認めてい

る。 

また、編入学・転入学した学生については、修得した科目等を本学における履修により

修得したものとみなして 62 単位を超えない範囲で卒業要件単位として認めている。 

 以上の単位の認定は、教務委員会で原案を作成し、教授会において意見を聴取した上で、

学長が決定している。 

 

【大学院（修士課程）】 

1. 修了認定及び単位認定基準 

大学院の修了認定基準については、「九州国際大学大学院学則」第 18 条で定めている。 

また、授業科目の単位認定基準については、「九州国際大学法学研究科規則」（以下「研

究科規則」という。）第 7 条に基づき、[図表 3-1-2]のとおり定めている。 

 

[図表 3-1-2] 単位認定基準及び成績評価基準 

評価 評点 評価基準 

優 80 点以上 到達目標を十分に達成している。 

良 70 点以上 80 点未満 到達目標を相応に達成している。 

可 60 点以上 70 点未満 到達目標を最低限達成している。 

不可 60 点未満 到達目標を達成していない。 

 

2. 学位論文の作成と提出 

 修士課程の学位論文の提出については、「九州国際大学学位規則」（以下「学位規則」と

いう。）第 4 条第 1 項に定めており、修士論文を提出しようとする大学院生は、「学位規則」

第 4 条第 2 項に基づき、課程修了予定の 1 年前までに、「九州国際大学大学院学則」第 12

条に定める授業科目について、20 単位以上を修得する必要がある。 

また、修士論文を提出しようとする大学院生は、「研究科規則」第 5 条第 1 項に基づき、

演習の担当教員を指導教員とし、履修科目及び修士論文について研究指導を受けなければ

ならない。 

なお、修士論文は、「修士論文作成要領」に基づき作成し、「研究科規則」第 8 条第 2 項

に定める方法で提出しなければならない。 

 

3. 学位論文の審査と最終試験 

 提出された修士論文は、「学位規則」第 6 条第 1 項に基づき、法学研究科教授会で選出
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された 3 人の教員（慣例として指導教員を主査とし、別に副査を 2 人選出）で構成された

審査委員会が審査する。 

また、修士課程の最終試験は、「学位規則」第 5 条第 1 項第 2 項に基づき、所定の単位

を修得し、かつ修士論文を提出した大学院生に対し、提出された修士論文を中心として、

これに関する研究領域についての口述試験により行う。 

なお、その論文審査及び最終試験は、「法学研究科学位論文等審査基準及び最終試験実施

要領」に基づき行っている。 

さらに、修士論文審査結果については、「学位規則」第 8 条に基づき法学研究科教授会に

報告され、法学研究科教授会は「学位規則」第 9 条第 1 項及び第 2 項に基づきその報告を

踏まえて修了判定を行い、学長の裁定のもと学位を授与する。 

 

4. その他学修の単位認定 

「九州国際大学大学院学則」第 15 条の 2 に基づき、教育上有益と認められる場合に、

他の大学院で修得した単位は、15 単位を超えない範囲で修了要件単位として認め、さらに、

入学前に本学大学院又は他の大学院において修得した単位は、15 単位を超えない範囲で修

了要件単位として認めている。ただし、合わせて 20 単位を超えないものとしている。 

 

 

（3）3－1の改善・向上方策（将来計画） 

【学部（学士課程）】 

単位認定、卒業要件等の基準については、「学則」及び「修学規程」に基づいて、厳正に

運用されている。卒業判定は教授会で意見を聴取し、学長が卒業を決定している。 

今後、学生がより良好な成績を修めることができるようになるためには、十分な学習時

間の確保が必要であり、シラバスの「準備学習等」で明示している事前・事後の自己学習

方法を受講生が実践するよう、各授業担当教員への要請を徹底していく。 

 

【大学院（修士課程）】 

単位認定及び学位論文の審査は、「学則」等に基づいて適正に行われ、修了が認定されて

いる。今後もこのような基準の厳正な適用を維持することで、ディプロマ・ポリシーの実

現を図っていく。 
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3－2．教育課程及び教授方法 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

（1）3－2の自己判定 

「基準項目 3－2 を満たしている。」 

 

 

（2）3－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

本学の教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーに基づいて、大学全体のカリキュラム・

ポリシーを策定している。 

各学部・学科のカリキュラム・ポリシーには、「教育内容」、「教育方法」、「教育評価」を

定めている。また、大学院研究科も同様に、ディプロマ・ポリシーを踏まえてカリキュラ

ム・ポリシーを策定している。 

それぞれのカリキュラム・ポリシーは、ホームページや『学生便覧』等に掲載し周知し

ている。  

 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

【学部（学士課程）】 

各学部・学科は、そのディプロマ・ポリシーに掲げる「知識・理解」、「思考・判断」、「関

心・意欲・態度」、「技能・表現」の修得という目標の達成のために、共通教育科目、専門

教育科目を体系的に編成するようにカリキュラム・ポリシーを定めている。そのカリキュ

ラム・ポリシーに基づいて講義、演習、実習を適切に組み合わせた科目を配置している。 

また、各学部・学科のディプロマ・ポリシーに即して、カリキュラム・マップを作成し、

カリキュラムの体系を示している。従って、本学のカリキュラム・ポリシーとディプロマ・

ポリシーとの一貫性は確保されている。  

 

【大学院（修士課程）】 

大学院では、高度専門職業人の養成というディプロマ・ポリシーに掲げる目的達成のた

め、多様な科目を用意するとともに（教育内容）、社会人の大学院生が多いという実態を考

慮した夜間帯シフトの時間割設定、体系的な履修を目指した指導（教育方法）、大学院生各

人に合わせた論文指導（修士論文）、及び学修環境改善のための大学院生アンケートの実施

等のカリキュラム・ポリシーを策定している。 

従って、カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性は確保されている。 
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3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

【学部（学士課程）】 

カリキュラム・ポリシーに沿って、共通教育科目及び専門教育科目を体系的に編成し、

また「カリキュラム・マップ」及び「履修モデル」を作成することによって、その科目間

の連携及び体系性を確保している。 

科目間の連携の調整は、シラバス作成時に行っており、担当者間で話し合われている。

シラバスについては、全教員にシラバス作成要領を示し、作成後は、教務委員及び教務部

長が確認し、適切に整備している。シラバスは、KIU ポータルで自由に閲覧できるように

なっている。 

履修登録単位数については、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するために、

「九州国際大学修学規程」第 8 条において履修できる単位数は、1 年間 48 単位までであ

り、各学期の上限は 24 単位としている。 

本学の教養教育は、全学部で共通教育科目として実施されている。 

共通教育科目では、大学での学修の基礎となる知識やスキル、そして豊かな人間性と高

い教養を身につけるために、基幹教育科目群と教養教育科目群を設定している。 

学部・学科別の教育課程の編成は、次のとおりである。 

 

法学部法律学科 

専門教育科目を専門科目群、特別講座科目群、リスクマネジメント科目群、企業実務科

目群、資格講座科目群、関連科目群、演習群から編成し、専門教育を行っている。 

専門科目群では、「憲法 1・2」、「民法総則 1・2」、「政治学 1・2」等、法学を段階的・体

系的に学べる科目を配置し、法的論理力・思考力を涵養できるようにしている。 

さらに、学生の発表力や自己管理力を高めるため、「キャリア・チュートリアル 1～4」

も配置している。 

特別講座科目群には、専門科目群の内容を補うため、法律及び法律以外の分野について

も学べる科目を配置している。 

また、学生の希望に合わせてリスクマネジメントコース及びキャリアコースを設定して

いる。リスクマネジメント科目群では、「リスクマネジメントコース」所属の学生が、リス

クマネジメントの知識を入門から実践まで体系的に学ぶことができる。企業実務科目群で

は、「キャリアコース」所属の学生が、企業の組織運営と企業法務の知識を実践的に学ぶこ

とができる。 

資格講座科目群には、学生が関心や将来の進路に応じて資格取得を目指すことができる

科目を配置している。 

関連科目群には、教員免許取得に必要な科目や国際感覚を養うことができる科目等を配

置している。 

演習群では、専門的な知識を身につけ、実践的なグループ活動を通して協働力や課題解

決力等を育むことができるようにしている。 
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現代ビジネス学部地域経済学科 

専門教育科目を基礎科目群、基幹科目群、コース科目群、関連科目群、演習群から編成

し、専門教育を行っている。 

基礎科目群では、「経済学入門」及び「マネジメント入門」を必修科目とし、基礎的な経

済学的知識及び経営学的知識を身につけさせようと意図している。 

基幹科目群では、「地域経済論入門」を必修科目とし、地域経済の諸課題に対する視点を

涵養しようと意図している。 

コース科目群は、経済コース、経営コース、地域づくりコース、観光ビジネスコース、

スポーツマネジメントコースの 5 コースそれぞれで設定されており、コースごとに、その

コースの特徴を生かした科目を配置し、学生の関心を充足させようとしている。学生は 1

年次の秋学期にコース選択のセレクションを受け、2 年次からコース別の専門演習を受講

する。 

演習群の総仕上げとして「卒業研究」を必修科目としている。 

関連科目群では、法律、国際政治、海外実習などの科目を配置し、グローバルな視点も

身につけさせようとしている。 

 

現代ビジネス学部国際社会学科 

専門教育科目を基礎科目群、基幹科目群、コース科目群、関連科目群、演習群から編成

し、専門教育を行っている。 

基礎科目群では、「グローバル・スタディーズ入門」を必修科目とし、グローバル社会に

関する基礎的な知識を身につけさせようと意図している。 

基幹科目群では、「Topic Based English1」、「国際社会入門 1・2」を必修科目とし、ま

た海外実習を必修とすることで国際的な対話能力や国際社会の諸課題に対する関心を育成

しようとしている。 

コース科目群は、英語コース、ハングルコース、国際コースの 3 コースそれぞれで設定

されており、各コースの特徴を生かした科目を設定することによって、英語力や多文化共

生など異文化理解への学生の関心を高めようとしている。学生は 1 年次の秋学期にコース

選択のセレクションを受け、2 年次からコース別の専門演習を受講する。 

演習群の総仕上げとして「卒業研究」を必修科目としている。 

関連科目群では、ファシリテーション実践、対人コミュニケーション論などの科目を配

置し、コミュニケーション力を身につけさせようとしている。 

 

【大学院（修士課程）】 

「高度専門職業人の養成という目的のために多様な科目を用意する」というカリキュラ

ム・ポリシーの教育内容に沿った形で、専攻科目に関わらず、高度専門職業人の養成に必

要と考えられる公法関係科目（「憲法特殊研究」、「行政法特殊研究」等）及び私法関係科目

（「民法特殊研究」、「商法特殊研究」等）の総合的な法律科目を講義科目として配置してい

る。 

 またシラバスについては、年度開始前に、シラバス作成上の注意点を各科目の担当教員

に示し、それに基づいた作成を指示すると同時に、作成されたシラバスは、研究科長が内
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容を点検し、必要があれば修正を促す等、適切に整備している。 

 

3-2-④ 教養教育の実施 

 教養教育として行われている全学の共通教育科目のうち、基幹教育科目群の基礎科目で

は「入門セミナー1・2」（必修）と「アカデミックスキル（思考）・（表現）」において、初

年次教育として学修に必要な考え方、方法、スキルを学べるようにしている。入門セミナ

ーは 1 クラス 20 人程度の演習であり、各クラスに SA を 1 人配置して 1 年次生の生活及

び修学上の相談事案に対応させている。 

また、社会人としてのキャリア形成の考え方を身につけることができるよう「キャリア

デザイン」を必修科目としている。さらに、情報化社会に生きるスキルを育成するために

「情報処理演習」を 1 年次生の全員受講科目としている。 

 基礎教育科目群の外国語科目では、グローバル化に対応した英語のコミュニケーション

能力を身につけることができるよう、英語ネイティヴ教員の英会話を中心とした「英語 1A」

及び「英語 2A」、読み書きを中心とした「英語 1B」及び「英語 2B」を必修として配置し

ている。このような科目配置により総合的な英語力を育成している。 

その他、選択科目として「英語リスニング・スピーキング 1・2」、「英語リーディング・

ライティング 1・2」を配置し、英語学習に意欲ある学生にも対応可能としている。さらに、

ドイツ語、韓国語、中国語、インドネシア語を学習できるように科目を配置して多様化を

図っている。 

 教養教育科目群では、「哲学」、「法学」、「経済学」、「環境科学」、「データサイエンス」な

ど人文科学、社会科学、自然科学及びキャリア教育の科目を配置しており、幅広い教養や

キャリア形成に必要な能力を身につけることが可能である。 

 科目間の連携や担当者については、教務委員会及び基礎教育センター委員会において、

調整を行っている。 

 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

【学部（学士課程）】 

FD 委員会は、全学的に実施する FD 研修会を企画し、教授方法の工夫・開発について、

好事例の紹介や改善に向けた検討を行っている。 

また、ゼミ担当教員間での教授方法の工夫について、各学部の「入門セミナー」・「専門

演習」担当者会議などの場において、情報交換がなされ、授業改善に向けたフィードバッ

クを行っている。 

具体的には、法学部では「法律学基礎セミナー」の共通教材について、議論及び作成が

行われ、毎年度改訂している。「キャリア・チュートリアル 1～4」においては、1～4 を連

続性のあるものにするため、学年の垣根を越えた教授方法の工夫と開発が実施されている。 

現代ビジネス学部では、「入門セミナー1・2」において、共通テキストを採用し、担当教

員個々の工夫を取り入れつつ授業を行っている。「アカデミックスキル」においても、テキ

ストを作成して担当教員の工夫を加味しつつ授業を行っている。 

学科別に入門セミナー担当幹事を定め、幹事により各授業回別の授業内容が示されてい

る。また、定期的にゼミ担当者会議を開催し、プレゼンテーションの方法や授業内容の工
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夫などについて議論している。 

現代ビジネス学部の「卒業研究」においては、卒業論文だけでなく、これまでの活動報

告や卒業制作も、卒業研究の成果物として提出が認められている。「卒業研究」として卒業

論文を提出する場合は、中間発表会が開かれプレゼンテーション発表が義務付けられてい

る。活動報告や卒業制作の場合は、令和 4（2022）年度は経営コースと地域づくりコース

において、外部有識者を招いた報告会が開催され、学生たちによる本学での学びの集大成

について、地域の評価を受けることができている。 

全学的にアクティブ・ラーニングを導入し教育方法の向上を図っている。それとともに、

学生間のチームワークや自主性を育成し、知識の深い理解と定着に向けて授業の工夫も行

っている。 

令和 5（2023）年度のシラバスでは、アクティブ・ラーニングの実施状況は[図表 3-2-1]

のとおりである。 

 

[図表 3-2-1] 令和 5（2023）年度アクティブ・ラーニングの実施状況 

項目 科目数（件） 割合（%） 

PBL 220 27.8 

反転授業 299 37.8 

グループディスカッション 327 41.3 

グループワーク 443 55.9 

プレゼンテテーション 361 45.6 

実習・フィールドワーク 166 21.0 

振り返り 564 71.2 

ピアティーチング 248 31.3 

※全開講科目数 792 件のなかには、複数のアクティブ・ラーニング手法を用いる科目も多

く、割合の合計は 100％を大きく超えている。 

 

【大学院（修士課程）】 

法学研究科は、社会人の入学者が多いという実態を考慮し、社会人経験に基づく自由闊

達な発言を促すとともに、他者の意見に耳を傾け考察しながら深い知識の習得を目指す教

授方法の工夫（例えば、グループディスカッションや、ソクラテスメソッド的な教授方法）

を実施している。 

また、受講者の全履修科目を対象に授業アンケートを実施し、その結果を各科目担当者

に通知するほか、法学研究科教授会後に FD 研修として、各担当者の講義状況と意見・疑

問点を共有することで、教授方法の改善・開発に向けた努力を行っており、各担当者はそ

の結果を踏まえた形で授業を実施している。 
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（3）3－2の改善・向上方策（将来計画） 

【学部（学士課程）】 

1．「教育改革検討会」の設立と「三つのポリシー」の改正 

令和 5（2023）年 3 月、学長の指揮のもと、「第 4 期認証評価（令和 10（2028）年度受

審）」に向けたエビデンスに基づく教育の質保証、学修成果の可視化の実現を図るべく「教

育改革検討会（以下「検討会」という。）」を設置し、令和 5（2023）年度においては、「教

学マネジメント指針（追補）」を踏まえる形での三つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）の改革などの制度設計を進めた。 

 本検討会においては、まず学科ごとのディプロマ・ポリシーと各科目における成績評価

及び受講者の自己評価の基準の統一を図った。これまで本学においては、ディプロマ・ポ

リシーは 4 分類 8 項目、シラバスにおける「授業を通して修得可能な能力」は 5 分類 14

項目、学生が自己評価に用いるアセスメンターにおける「学士力」は 8 分類 14 項目と統

一されておらず、成績評価基準の平準化の妨げとなっていた。そのため、これを 5 分類 10

項目に統一し、シラバスとアセスメンターにおいては項目名及び各項目の説明を統一し、

学生が理解しやすい表現を用いるよう努めた。 

 また、成績評価基準の平準化を進め、担当教員がディプロマ・ポリシーにおける当該科

目の位置づけを意識するよう、シラバス作成に際して「授業を通して修得可能な能力」の

選定基準を設けるとともにと学生の自己評価基準である「授業を通して修得可能な能力」

と成績評価基準である「達成目標」の繋がりを明確にするなどのルールを設定した。 

 本改正の趣旨説明、新設のシラバス作成及び授業運営のルールに基づく授業設計の徹底

を図るため「シラバス作成の手引き」を改正し、これをもとに令和 5（2023）年 9 月 27 日

に全教員を対象とした「FD 研修会」を実施した。各教員には原案に対する意見聴取をす

るとともに担当科目の「授業を通して修得可能な能力」の選定と「達成目標」の作成を要

請した。 

続いて、新たに策定された「学士力（授業を通して修得可能な能力）」をもとに、それぞ

れの学びの特徴や人材育成方針を反映する形で全学及び各学科の「ディプロマ・ポリシー」

が設定された。 

さらに、「ディプロマ・ポリシー」との対応関係及び各学科の学びの特性が明確に反映さ

れた「アドミッション・ポリシー」が学科ごとに策定された。 

本検討会では最後に、三つのポリシーについては、次年度以降の運用において PDCA サ

イクルの実施及び教育現場からの意見のフィードバックに努めること、また教育課程の体

系性をわかりやすくするためにナンバリングの設定の枠組みについて確認が行われ、令和

7（2025）年度のシラバスより導入を行う。 

 

2．文部科学省「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム（リテラシーレベル）」認定

制度への申請 

 本学では、文部科学省により標記教育プログラムの認定制度が施行された令和 3（2021）

年度より、デジタル時代に必要不可欠となっている ICT に関する基礎的な知識とスキル修

得を目指した科目として、「アカデミックスキル（情報リテラシーと調査）」、「データサイ

エンス」の 2 科目を 1 年次配当の共通教育科目として開講した。令和 6（2024）年度より
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両科目を担当可能な教員が増員されることで 1 年次全員履修科目への移行の目途が立った

ことから、令和 5（2023）年 2 月より教務部長、基礎教育センター長、当該科目担当教員

を中心としたワーキンググループが編成され、上記 2 科目の単位取得を修了認定要件とす

る「九州国際大学数理・データサイエンス・AI 教育プログラム（リテラシーレベル）」を

作成し、令和 6（2024）年 5 月「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム（リテラシ

ーレベル）」認定制度への申請を行うことになった。申請に当たっては、文部科学省が令和

6（2024）年 3 月に制定した改訂版モデルカリキュラムを踏まえた学内実施体制を構築す

ること、令和 7（2025）年度より当該 2 科目の 1 年次全員履修科目への移行を行うことが

確認されている。 

 

【大学院（修士課程）】 

入学者の大半を占める税理士資格取得目的の大学院生に対しても総合的な法学教育を行

うため、今後とも科目担当者間で講義の状況を共有しながら、大学院生アンケートの評価・

要望を勘案しつつ、教授方法を改善していく。教育課程編成については、税法だけでなく

多様な科目専攻の大学院生を集める方法を模索しながら、専攻科目に対する様々な要望に

応えられるように調整していく。 

 

 

 

3－3．学修成果の点検・評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の 

フィードバック 

（1）3－3の自己判定 

「基準項目 3－3 を満たしている。」 

 

 

（2）3－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

本学では、カリキュラムが三つのポリシーに基づき適切に機能しているかを多面的かつ

総合的に点検･評価し、必要な教育改善に繋げること、また、本学で定める三つのポリシー

が適切であるかについても、定期的に点検を行うことを目的にアセスメント・ポリシーを

策定した。その後、アセスメント・ポリシーの点検・評価項目及び実施体制の見直しを行

い、令和 4（2022）年 9 月、アセスメントプランに全面改定した。 

そのマネジメント体制は、授業科目レベル（各教員）、学位プログラムレベル（各教授会、

各委員会、学科・コースレベルの会議）による各指標の点検と、それら指標を多面的・総

合的に点検する大学レベル（教育研究協議会）によって構成され、以下 11 項目からなる

「カリキュラム・アセスメント・チェックリスト」に沿って教育改善活動を行っている。 
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① 各種入学試験：各種入学試験の入試区分別成績などを基に選抜方法の改善を図ること

を目的とした評価。 

② プレイスメントテスト：新入生に対して行う、英語、国語、数学、社会の試験結果か

ら、学位プログラムレベルに達していないリメディアル教育対象の学生を把握すること

を目的とした評価。 

③ シラバスの第三者チェック：ディプロマ・ポリシーに対する各科目の役割と達成目標、

授業手法、評価方法の整合性を確認するための評価。 

④ 学修ポートフォリオ：「アセスメンター」に入力された GPA、修得単位数や自己評価

などを検証し、次年度へ向けて必要な授業改善策の検討を行うことを目的とした評価。 

⑤ 成績評価：開講されたすべての科目に対する成績評価が適切に行われているか検証す

るための評価。 

⑥ 学外試験：PROG テスト、TOEIC 等の学外での各種試験結果が、就職活動などにお

ける自己分析に活用されているかを検証するための評価。 

⑦ 授業アンケート：学士力のうち、いずれの力が身についたと感じるか、授業で興味が

喚起されたかなどを調査し、授業の質的向上を促すことを目的とした評価。 

⑧ 学生満足度調査アンケート：本学が提供する教育及びキャンパス環境などの質が学生

を満足する水準であるか、改善すべき点は何かを確認することを目的とした評価。 

⑨ 卒業時アンケート：大学での学修成果が卒業後の進路選択にどのように役に立ったか

を確認することを目的とする評価。 

⑩ 卒業後アンケート：就職してからの学修成果に対する満足度からディプロマ・ポリシ

ーの点検を行うための評価。 

⑪ 三つのポリシーの整合性点検：学位授与率、就職率、進学率、留年率、中退率などの

データ分析を通じて三つのポリシーの整合性を点検することを目的とした評価。 

 

教育研究協議会において、収集したエビデンスを点検している。今後は、収集したエビ

デンスを経年比較し、三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価を行っていく。 

 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の 

フィードバック 

本学では、授業アンケートを実施し、学修成果の点検・評価を行ってきたが、アセスメ

ントプランに基づく学修成果の点検・評価については、[図表 3-3-1]のプロセスで進め、大

学全体と各学部・学科の教育内容・方法及び学習指導等の改善を行い、フィードバックし

ている。 
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[図表 3-3-1] 点検・評価のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [図表 3-3-1]のプロセスに従って、アセスメント結果を活用し、改善に繋げるための仕

組みは概ね以下のとおりである。 

① 各委員会等及び実施責任者は、「カリキュラム・アセスメント・チェックリスト」に基

づき、アセスメント活動を実施する。 

② 各委員会等及び実施責任者は、アセスメント結果を大学評価室に集約する。 

③ 大学評価室は、集約したアセスメント結果を教育研究協議会へ報告する。 

④ 教育研究協議会は、各アセスメント結果を検証し、各委員会に改善を指示する。 

 

また、以上の全学的な取り組みに加え、学科別にも点検・評価結果のフィードバックを

行い、FD 研修会のワークショップ（カリキュラムのアセスメントワークショップ）を行

うことで、改善活動に繋げている。 

その成果として、改善に向けた点検･評価結果のフィードバックは、授業科目ごとに「ア

セスメンター」で集めた評価をもとに、教員が各自の設定した到達目標に対する成績評価

結果と、個々の学生の理解度とを比較検討し、翌年度の授業設計に活かしている。 

また、学科内では、個別科目の成績評価と、学生の理解度を確認し、カリキュラムと対

比しつつ、科目間連携を強化するなど、必要に応じた授業改善に繋げている。 

ｶﾘｷｭﾗﾑﾚﾍﾞﾙ

授業ﾚﾍﾞﾙ

入試・広報関係

ｷｬﾘｱ支援関係

学生支援関係

認証評価関係

大学事務局

大学総務室・大学評価室

入試･広報委員会

（入試・広報室）

就職対策委員会

（キャリア支援室）

学生ｻｰﾋﾞｽ委員会

（学生支援室）

自己点検・評価運営委員会

（大学評価室）

教務委員会

（学務事務室）

教

育

研

究

協

議

会

大

学

総

務

室

学 長

教授会

（学部長、研究科長）

基礎教育ｾﾝﾀｰ委員会

（基礎教育ｾﾝﾀｰ長）

入試･広報委員会

（入試・広報部長）

就職対策委員会

（就職・進路部長）

学生ｻｰﾋﾞｽ委員会

（学生部長）

教務委員会

（教務部長）

基礎教育ｾﾝﾀｰ委員会

（基礎教育ｾﾝﾀｰ事務室）

FD委員会

（教務部長）

FD委員会

（学務事務室）
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（3）3－3の改善・向上方策（将来計画） 

アセスメントプランを通じた教育改善活動を展開するために、教育研究協議会を中心と

してそのマネジメントを適切に行い、PDCA サイクルを定着させる。 

 

 

 

 

［基準 3 の自己評価］ 

本学は、教育目的を実現するためにディプロマ・ポリシーと、それに基づくカリキュラ

ム・ポリシーを定めている。そして、カリキュラム・ポリシーに沿って教育課程を体系的

に編成するとともに、教養教育を適切に実施し、ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認

定、進級、卒業認定、修了認定基準等を定めて厳正に運用している。さらに、教育目的に

定める人材を選抜するためのアドミッション・ポリシーを定めている。この三つのポリシ

ーには一貫性がある。 

上記の三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用のために

策定されたアセスメント・ポリシーについては、見直しを行いアセスメントプランに全面

改定した。このことにより、実施体制及び内容が明確に整理された。 

また、シラバスには評価基準等を記載し、成績評価の公正性や透明性を保つ仕組みを作

っている。さらに、FD 研修を行い、アクティブ・ラーニングの積極的導入をはじめとした

授業方法の改善と工夫を目指した取り組みを継続している。 

以上のことから本学は、「基準 3．教育課程」の趣旨を満たしていると評価できる。 
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基準 4．教員・職員  

4－1．教学マネジメントの機能性 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの 

確立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

（1）4－1の自己判定 

「基準項目 4－1 を満たしている。」 

 

 

（2）4－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの 

確立・発揮 

本学では、学長のリーダーシップの確立のために、特別補佐職位である副学長（2 人）

と大学事務局を統括する大学事務局長を置き、管理運営体制を整備している。 

教学及び大学運営については学長が決裁することにより、大学全体を掌握する責任体制

が取られ、適切なリーダーシップが発揮されている。 

また、学長の補佐職位として、入試・広報部長、教務部長、学生部長、就職・進路部長

を置き、学長が指名した専任教員をあてる。これらの補佐職位を中心に構成される教育研

究協議会は、教育に関する重要事項について学長へ意見を述べ、学長によるガバナンス、

意思決定をサポートし、教学マネジメントが十分に機能する体制が作られている。 

各学部と研究科に教授会を置き、学長が定めた「裁定書」の項目について意見を述べる。 

各学部長は、教授会の意見を聴取の上、学長が指名する。法学研究科長は法学研究科教

授会における互選によって選出される。 

学長は、大学全体の運営等に関わる事項を検討する場として、学部長及び補佐職位で構

成される執行部会議を定期的に開催し、大学全般の重要事項及び運営事項について意見交

換を行っている。 

このように、大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップ

が発揮される体制は、それをサポートする補佐職位と組織によって確立されており、それ

ぞれの権限と責任は規程により明確化されている。 

 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

本学では、学長のリーダーシップのもとで教学マネジメントを実施するために、副学長、

学部長、研究科長、入試・広報部長、教務部長、学生部長、就職・進路部長を置いている。 

副学長は、大学の運営を円滑に行っていくために「九州国際大学学則」第 4 条の 3 に基

づき、学長を助け、命を受けて校務をつかさどっている。各副学長の担当は、大学改革担

当と自己点検評価担当であり、職務等の内容は学長が定めた「裁定書」に明示している。 

学部長及び研究科長は、その学部・研究科を代表し、各教授会の議長となり学部及び研

究科を運営している。また、学部長の補佐職位として副学部長を置いている。 

入試・広報部長は、学長を助け入試・広報に関する業務を整理する。 
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教務部長は、学長を助け教学に関する業務を整理する。 

学生部長は、学長を助け学生生活に関する業務を整理する。 

就職・進路部長は、学長を助け学生の進路に関する業務を整理する。 

これら学長の補佐職位は、大学のガバナンスにおける分野ごとに置かれている。それぞ

れの分野での権限に関する事項は、教育研究協議会の議を経て学長が決定する。 

教育研究協議会は、大学の重要事項について審議する機関であり、学長、副学長（大学

改革担当）、副学長（自己点検評価担当）、法学部長、現代ビジネス学部長、法学研究科長、

入試・広報部長、教務部長、学生部長、就職・進路部長、大学事務局長及び学長が選任す

る大学事務職員 2 人から構成される。各学部教授会、研究科教授会、各種委員会から付議

された全学的な基本事項は、教育研究協議会の議を経て、学長が決定する。 

教授会は、「九州国際大学学則」第 5 条第 3 項で定められた事項を審議するほか、教授

会のもとに設置された各種委員会での協議事項等についての報告がなされる。 

また、学長が決定を行うにあたり、教授会と教育研究協議会が学長に対して意見を述べ

ることができる事項が明確にされている。 

 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

教学部門の事務を統括する機関として大学事務局が設置されている。大学事務局の責任

者は大学事務局長であり、大学事務局長は、学長の指揮のもと大学事務局の事務を統括し、

職員を監督するとともに各事務室長への指揮命令と各事務室の業務執行を管理する。 

大学事務局長は、学長及び副学長とともに、教学及び管理運営業務を執行する。 

大学事務局に管理運営など総務担当部署として大学総務室を配置し、法人との調整機能

を行っている。 

入試・広報委員会は、入試・広報部長のもと、入試・広報室が議題を整理し、大学事務

局長及び入試・広報室長が参加している。 

教務委員会は、教務部長のもと、学務事務室が議題を整理し、学務事務室長が参加して

いる。 

学生サービス委員会は、学生部長のもと、学生支援室が議題を整理し、学生支援室長が

参加している。 

就職対策委員会は、就職・進路部長のもと、キャリア支援室が議題を整理し、大学事務

局長及びキャリア支援室長が参加している。 

 

 

（3）4－1の改善・向上方策（将来計画） 

学長の補佐職位の配置による補佐体制が機能し、教授会等からの意見聴取も十分に行わ

れており、学長のリーダーシップが発揮される体制が構築されている。この体制を強化し

ながら、大学改革と教育改革を進めていく。 
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4－2．教員の配置・職能開発等 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発

と効果的な実施 

（1）4－2の自己判定 

「基準項目 4－2 を満たしている。」 

 

 

（2）4－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

本学の教員組織は、「大学設置基準」及び「大学院設置基準」の定めるところにより、[図

表 4-2-1]のように各学部・学科及び研究科に必要な専任教員が配置されている。 

 

[図表 4-2-1] 教員配置 

学部・学科 基準数 
うち 

教授数 
教授 准教授 講師 助教 計 

法学部法律学科 14 7 14 4 － 3 21 

現代ビジネス学部地域経済学科 13 7 16 5 － 0 21 

現代ビジネス学部国際社会学科 10 5 9 6 － 0 15 

（大学全体の収容定員に応じた教員数） 21 11 － － － － － 

計 58 30 39 15 － 3 57 

 

研究科・専攻 

研究指導 

教員 

基準数 

うち 

教授数 

研究指導

補助教員 

基準数 

計 

研究指導

教員 

うち 

教授数 

研究補

助教員 
計 

法学研究科 

法律学専攻（M） 
5 4 5 10 6 6 5 11 

計 5 4 5 10 6 6 5 11 

 

教員の採用・昇任に関しては、「九州国際大学教員資格審査規程」、「九州国際大学教員選

考に関する内規」、「九州国際大学大学院担当教員資格審査規程」及び「九州国際大学大学

院担当教員資格に関する細則」に基づいて、厳正に審査を行っている。 

採用については、当該年度の採用人事計画を教育研究協議会の議を経て、教授会の意見

を聴取し、学長が決定し、公募を行っている。次に、教員資格審査委員会を設置し、応募

者を審査して候補者を教育研究協議会に付議する。教育研究協議会は、その審査に合格し

た候補者を学長に推薦する。学長は、教授会の意見を聴取し、理事長に採用を具申するた

めの候補者を決定する。 

昇任については、年度初めに資格審査基準に該当し、昇任を希望する者は学部長に申し

出、それを踏まえて教育研究協議会で昇任人事計画を定める。次に、教員資格審査委員会
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を設置し、昇任候補者の業績を審査の上、候補者としての適否を判断し、教育研究協議会

に付議する。教育研究協議会は、その審査に合格した候補者を学長に推薦する。学長は、

教授会の意見を聴取し、理事長に昇任を具申するための候補者を決定する。 

 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発

と効果的な実施 

 教育内容・方法等の改善についての工夫・検討と開発の場である FD 研修会は、これま

で外部講師による講演会形式や本学教員担当の授業科目における創意工夫等を紹介する事

例報告及び学部単位でカリキュラム運営上の課題を点検評価するために実施してきた。令

和 5（2023）年度は、講演会やワークショップを中心に、以下のとおり実施した [図表 4-2-

1]。 

 

[図表 4-2-1] 令和 5（2023）年度 FD 研修会 

開催日 
実施学部 

・学科 
テーマ 実施方法 

9 月 25 日 全学部 大学中退予防の実際 講演会形式 

9 月 27 日 全学部 
ディプロマ・ポリシーに基づく本学で身に

つく力の設定について 

ワークショップ

形式 

3 月 18 日・19 日 法学部 
各ゼミの身につく力、就活状況、入試・広

報の課題などについて 

ワークショップ

形式 

 

研修会の内容は、「大学中退防止」における他大学の対策や事例などの検討、「学部学

科コースの科目群および履修モデルにおいて、どのような力が身につくのか」についての

「ディプロマ・ポリシーに基づく本学で身につく力の設定」（「達成目標」と「授業を通

して修得可能な能力」）の再点検、「ゼミ教育を通して身につく力や就活状況など」につ

いての再確認・検討であり、いずれも教育内容の点検と学修者本位の教育に結び付く内容

である。 

 

 

（3）4－2の改善・向上方策（将来計画） 

教員の採用・昇任等による教員の確保と配置は、規程に基づき適正に行われている。 

FD 研修において、これまでと同様に授業改善の視点を盛り込んだ取り組みを進めてい

く。また、ICT を駆使した対面型授業や遠隔授業の在り方など、新しい社会環境に応じた

授業形態についても研究を進める機会を設ける。 
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4－3．職員の研修 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上

への取組み 

（1）4－3の自己判定 

「基準項目 4－3 を満たしている。」 

 

 

（2）4－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

職員の資質及び能力の向上の取り組みについては、毎年、「九州国際大学 SD(Staff 

Development)委員会」を開催して、前年度における SD の実施状況を確認するとともに、

次年度の実施方針及び実施計画を策定している。 

令和 5（2023）年度における SD 活動については、 [図表 4-3-1]のとおり実施した。 

 

[図表 4-3-1] 令和 5（2023）年度 SD 研修会 

開催日 内容 対象 

4 月 3 日 

4 月 4 日 

10 月 2 日 

新任教職員研修会 新任教職員 

6 月 2 日 人事考課制度考課者研修会 事務職員 

8 月 2 日 
安全衛生研修：あなたの知らない糖質の世界 

～糖質は身体に不可欠な栄養素です～ 
全教職員 

8 月 7 日 人事考課制度考課者研修会 事務職員 

2 月 9 日 人事考課制度考課者研修会 事務職員 

2 月 16 日 連携研修：北九州市基本構想と高等教育政策について 全教職員 

2 月 19 日 
安全衛生研修：ストレスに強くなるためのセルフケア 

～アサーションについて～ 
全教職員 

 

その他、全職員には外部団体研修会への積極的参加を推奨しており、具体的には、職員

は、日本私立大学協会主催の「事務局長相当者研修会」をはじめ、「学生生活指導主務者研

修会」、「大学教務部課長相当者研修会」、「就職部課長相当者研修会」、同九州支部「事務局

長会議」、「初任者研修会」、「中堅職員研修会」に参加している。 

また、九州・沖縄地区の私立大学・短期大学が加盟する「九州地区私立大学事務連絡協

議会」、九州地区の八大学で実施する「教務事務研修会」、九州地区の有力大学で構成する

「九州地区私立大学入試・広報連絡協議会」、沖縄国際大学、鹿児島国際大学、熊本学園大

学、九州産業大学と本学総務担当者による「九州地区大学総務担当者連絡会議」にも参加
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している。 

このほか、北九州私立大学・短期大学連携事業に関する協定に基づく 4 大学・2 短期大

学による「連携 SD 研修会」に教職員が毎年参加し、知識等の修得と資質の向上を図って

いる。 

 

 

（3）4－3の改善・向上方策（将来計画） 

SD の取組みについて、令和 3（2021）年度大学機関別認証評価での参考意見を踏まえ

た研修実施計画を策定し、計画的に SD 活動を実施していく。 

また、教育改革・改善を進めていくためには、教員・職員による協働体制が必要である

ので、状況に応じてプロジェクトを編成し、教職員の資質・能力を向上させる。 

 

 

 

4－4．研究支援 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

（1）4－4の自己判定 

「基準項目 4－4 を満たしている。」 

 

 

（2）4－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

本学は教員の研究活動を支援する体制として、大学事務局大学総務室が、各教員の学内

研究費及び学外研究費の申請及び執行に関する事務処理等を行っている。学内外の研究費

等の執行に関する運用ルールの改善等を図り、適切な研究費の執行・管理を行っている。 

このほか、各教員に対する研究環境として、全教員（特任教員含む）にパソコン、イン

ターネット環境、空調、書架等を備えた個別の研究室や共同研究室を整備しており、研究

棟（研究室）は入退館カードにより24時間自由に出入りすることが可能となっている。 

さらに、研究者が獲得した外部資金（競争的資金）の直接経費の一定割合が配分される

間接経費によって、研究環境を整備・管理している。 

研究を推進するための環境整備として、図書館の他に、社会文化研究所及び地域連携セ

ンターを設置している。 

 

社会文化研究所 

社会文化研究所は、社会・文化に関する調査、研究などを目的としており、毎年度策定

する事業計画に基づき、教員が本学及び地域社会に貢献する共同研究に対する助成制度や

研究成果等を発表するための出版事業を行うなど、研究環境を整備している。 

共同研究等の研究成果は、『社会文化研究所紀要』（年 1 回刊行）等によって公刊され、
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国内の大学研究所等の研究機関と相互に交換されている。 

また、教職員による学内外の競争的研究資金を使用した活動及び調査研究活動等の活動

成果報告書として『KIU リサーチジャーナル』（年 1 回刊行）を刊行し、自主的な運営に

取り組んでいる。 

 

地域連携センター 

地域連携センターは、大学の立地する地域社会が抱えている課題の解決に向け、組織的

に調査研究に取り組むとともに、課題の改善・打開に向けた分析を行い、成果の報告会や

公開講座、生涯学習機会の提供を通じて地域貢献・地域連携事業を行っている。 

 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

本学の研究活動に対する社会の信頼を維持向上させるため、研究倫理に関する以下の規

程を設けており、研究活動を行う全ての者に対して周知・徹底を図り、厳正に運用してい

る。 

 

⑴ 九州国際大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程 

文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインについ

て」に基づき、本学における研究活動上の不正行為の防止及び不正行為が生じた場合に

おける適正な対応について必要な事項を定めている。 

⑵ 九州国際大学における研究データ等の保存・開示に関する内規 

本学における研究活動の成果に係る研究データ等の保存及び開示に関し、必要な事項

を定めている。 

⑶ 九州国際大学公的研究費の管理・監査に関する規程 

文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」

等に基づき、公的研究費の管理・監査に関する必要な事項を定めている。 

⑷ 九州国際大学における公的研究費の管理運用に関する行動規範 

  本学が取り扱う全ての研究資金（公的研究費）の管理運用に関する行動規範を定めて

いる。 

⑸ 九州国際大学公的研究費不正使用防止に関する基本方針 

  本学における公的研究費の具体的な不正使用の防止対策の指針として不正使用防止

対策の基本方針を定めている。 

⑹ 九州国際大学における競争的資金に係る間接経費の使用に関する規程 

本学における競争的資金に係る間接経費の使用に関する方針等を定めている。 

⑺ 九州国際大学における人を対象とする研究の倫理指針 

本学において、人を対象とする研究を倫理的観点から適切に遂行する上で求められる

研究者の行動と態度の規準を定めることにより、社会科学研究を倫理的に適切な形で推

進することを目的として定めている。 

⑻ 九州国際大学研究倫理審査委員会規程 

本学における人を対象とする研究の倫理指針に基づき、研究倫理審査委員会の任務、

組織その他必要な事項を定めている。 
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また、研究活動上の不正行為の防止と不正行為が生じた場合に適正に対応するための責

任体制は、ホームページに公開している。 

なお、令和 3（2021）年度から公的研究費に関するコンプライアンス教育及び研究倫理

教育として「APRINe-ラーニングプログラム（eAPRIN）」を実施しており、受講完了者に

は「修了証書」の提出を求めている。 

さらに、研究者に日本学術振興会作成の「研究倫理 e ラーニングコース」、「科学の健全

な発展のために－誠実な科学者の心得－【テキスト版】」や『THE LAB』（米国の研究倫理

教材）の受講を義務付けており、受講完了者には「修了証書」及び「研究倫理教育受講確

認表」の提出を求めている。 

そのほか、学生・大学院生には基礎教育センターが研究倫理に関するパンフレットを作

成し、研究倫理教育を行っている。 

 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

大学教育職員の研究費は、自己の専攻する学問分野に関する調査・研究を遂行する上で

必要な研究費として、個人研究費及び個人研究図書費を設けている。令和 5（2023）年度

の予算総額は 1,168 万 2,000 円となっている。これらの研究費は、各学部における基礎配

分額に加え、研究業績に基づく傾斜配分額を付加する方式により、競争的な研究費配分を

行っている。 

個人研究費は、個人研究に直接必要な経費として、学会・調査研究のための出張旅費、

学会・協会等の会費、雑誌等の書籍購入などに充てられ、「九州国際大学研究費取扱要項」

に基づき、適切に管理している。 

個人研究図書費は、図書の購入のみに充てられ、大学の資産として図書館資料管理規程

に基づき管理されている。 

学内の競争的研究資金として学長裁量経費を設けており、毎年 6 月に公募し、取組の採

択は教育研究協議会の意見を聴いて、学長が決定している。 

教育職員の資質向上を図るため、「九州国際大学研究活動助成に関する規程」に基づき、

海外における国際学会へ出席すること及び学術研究書の出版等に対して一部助成を行って

いる。 

さらに、社会文化研究所と地域連携センターに共同研究費を予算化し、地域社会の発展

に貢献する研究活動に対し、研究費を助成している。 

社会文化研究所の共同研究費は、本学及び地域社会に貢献する共同研究に対し研究費を

助成する制度であり、各研究グループから提出された申請書に基づき、社会文化研究所運

営委員会（委員長は所長）で選考し、助成しており、令和 5（2023）年度の予算総額は 90

万円となっている。 

地域連携センターの共同研究費（地域連携推進費）については、各プロジェクトから提

出された申請書に基づき、地域連携センター運営委員会（委員長はセンター長）で選考し、

助成しており、令和 5（2023）年度の予算総額は 150 万円となっている。 

外部資金については、多くの科学研究費補助金を獲得するために、「新任教員研修会」に

おいて、科学研究費補助金の制度説明と研究活動スタート支援の公募説明を行っている。 

また、学内での科学研究費補助金公募説明会（科研費制度の概要・公募内容の変更点等）



九州国際大学 

48 

の実施や各種団体から研究助成金の公募があった場合は、電子掲示板（SharePoint）や共

同研究室に公募資料（公募要領・ポスター・チラシ）を掲出するなど外部資金の獲得を支

援している。 

 

 

（3）4－4の改善・向上方策（将来計画） 

研究倫理、研究費の運営・管理を適正に行うため、各種ガイドラインの改正に応じて責

任体制や諸規程の整備等を行い、研究倫理教育、コンプライアンス教育及び啓発活動を継

続して実施する。 

また、外部資金獲得に向けて、科学研究費補助金制度・公募内容等に関する説明会を毎

年工夫・改善するとともに、研究計画調書作成に関する講座を実施するなど支援体制を強

化する。 

 

 

 

 

［基準 4 の自己評価］ 

本学では、各種委員会、教授会、教育研究協議会を適切に運営し、学長が適切なリーダ

ーシップを発揮できるよう補佐体制を整備している。 

教員の配置については、「大学設置基準」及び「大学院設置基準」に基づき適切な教員数

を配置し、さらに、教員の採用・昇任等については、規程に基づき適切に行われている。 

事務組織については、大学事務局長のもと、教学部門、管理部門別に事務組織を設置し、

効率的な人員配置が行われている。 

 教職員の資質向上に向けて、教育内容、教育方法の改善などの教育職員に対する FD 研

修及び大学運営に必要な資質・能力向上のための教職員に対する SD 研修を実施している。 

研究支援については、大学総務室が学内規程、各種ガイドラインに基づいて研究費の執

行、管理を適切に行っている。さらに、研究倫理についても、ガイドラインに基づき規程

を制定し、研修会を実施するなどし、適切な研究活動を支援している。 

以上のことから本学は、「基準 4．教員・職員」の趣旨を満たしていると評価できる。 
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基準 5．経営・管理と財務 

5－1．経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

（1）5－1の自己判定 

「基準項目 5－1 を満たしている。」 

 

 

（2）5－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

本法人の目的は、「学校法人九州国際大学寄附行為（以下「寄附行為」という。）」第 4 条

に「この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、誠実有為な人材を

育成することを目的とする」と定められており、「教育基本法」、「学校教育法」及び「私立

学校法」等の関係法令を遵守して、法の趣旨に従って適正に運営されている。 

 また、本法人は、理事会を最終的な意思決定機関、評議員会を諮問機関、監事を監査機

関として位置づけ、高等教育機関としての社会的責務を果たすために、寄附行為をはじめ

「学校法人九州国際大学理事長選考規程」、「学校法人九州国際大学理事長選考会議規程」、

「学校法人九州国際大学理事長業績評価規程」、「役員の選任及び理事会の運営に関する規

程」、「評議員の選任及び評議員会の運営に関する規程」、「学校法人九州国際大学行動規範

（以下「行動規範」という。）」、「学校法人九州国際大学内部監査規程」等の各規程を定め、

私立学校としての公共性と自主性を確立するための組織体制を構築し、社会の要請に応え

るべく誠実に経営を行っている。 

本法人の主体性を重んじ、公共性・公益性をさらに高め、社会からの信頼と更なる支援

に繋げ、ガバナンス機能の強化を図ることを目的として、令和 3（2021）年 9 月の第 338

回理事会おいて「九州国際大学ガバナンス・コード」の制定を決議し、令和 4（2022）年

度の実施状況を点検してその結果をホームページに公表している。 

理事会のもとに管理運営に必要な事務組織として法人事務局を置き、その目的を達成す

るための管理運営体制を構築し、社会の要請に応えるべく誠実に経営を行っている。 

法人事務局は、教育組織や大学事務局と連携して毎年度策定している「事業計画書」に

基づき、本法人の将来へ向けた目的実現への努力と単年度ごとの業務を着実に遂行してい

る。 

令和 2（2020）年 4 月施行の私立学校法の一部改正に伴い、役員の善管注意義務及び法

人・第三者への損害賠償責任が明確化されたことに伴い、役員等が行う日々の業務につい

ての損害賠償リスクに備え、私大協役員賠償責任保険への加入することを令和 4（2022）

年 1 月の理事会で決議し、令和 4（2022）年 4 月より継続的に保険契約を締結している。 

 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

本法人の事業に関する中期的な計画は、平成 20（2008）年度に中期ビジョンとして 5 年

後の本法人のあるべき姿を目指して、特に重点的に取り組むことが必要な分野について検
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討を行い、基本方針及び具体的施策を取りまとめ、「学校法人九州国際大学中期経営計画」

を策定した。 

以後、5 年間の計画期間終了後に各分野における具体的施策の進捗状況等に関する検証

を行い、未達項目や課題を精査して、次期計画の策定を行っており、平成 26（2014）年に

「学校法人九州国際大学第二期中期経営計画」を策定、その後、平成 31（2019）年 3 月

28 日の第 318 回理事会において「学校法人九州国際大学第三期中期計画」を策定、令和 6

（2024）年 3 月 28 日の第 367 回理事会において「学校法人九州国際大学第四期中期計画」

を策定し、ホームページに公表するとともに、目標達成に向け取り組んでいる。 

また、私立学校法第 63 条の 2 に定める情報の公表が義務付けられている書類について

は、「学校法人九州国際大学第三期中期経営計画」のほか、「寄附行為」、「学校法人九州国

際大学役員名簿」、「学校法人九州国際大学評議員名簿」、「学校法人九州国際大学役員の報

酬等の支給の基準に関する規程」、「事業計画書」、「監事監査報告書」、「財産目録」、「貸借

対照表」、「収支計算書」、「事業報告書」をホームページで公表している。 

さらに、情報公開については、学校教育法施行規則第 172 条の 2 に基づく情報公開及び

教育職員免許法施行規則第 22 条の 6 に基づく情報公開もホームページで公表している。 

 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

環境保全への配慮については、CO₂排出削減や節電対策として、空調や照明の集中管理

により、省エネルギー対策に取り組んでいる。 

人権への配慮については、「九州国際大学ハラスメント防止に関する規程」及び「学校法

人九州国際大学職場におけるハラスメントの防止対策に関する規程」を改正し、ハラスメ

ントの防止のための措置及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応す

るための措置に関し必要な事項を定め、本学における教育研究上、就学上及び就労上の快

適な環境の確保並びに学生及び教職員の利益の保護を図ることに努めている。また、人権

意識の啓発と指導力の向上のため、平成 27（2015）年度より、不定期であるが、外部講師

を招いて人権研修を実施している。 

危機管理については、「危機管理基本マニュアル」を作成して周知しているほか、「防火

管理規程」に基づき火災等の災害対策として「消防計画」を策定し、北九州市消防局に提

出している。 

また、大地震による自然災害等の不測の事態発生時に、「重要な事業を中断させないこ

と」、「中断しても可能な限り短い時間で復旧させること」を目指す計画として、「学校法人

九州国際大学業務継続計画（BCP）」を令和 4（2022）年 2 月の第 344 回理事会において

制定を決議後、教職員に周知するとともに、全学一斉安否確認訓練を開始。令和 5（2023）

年度は 12 月に実施し、リスク管理に対する意識高揚を図った。 

防火・防災管理対策は、外部委託業者との連携のもと管財室施設担当が所管し、キャン

パスごとに防火・防災管理者を定めている。新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には

オンラインによる動画視聴研修などを取り入れ、防火・防災に資する訓練・研修を実施し

ている。 

学内における緊急時の救命対策として、自動体外式除細動器（AED）を増設し、キャン

パス内 9 ヵ所に設置、大学ホームページにて設置場所を公表している。また、全教職員を
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対象としたオンラインでの AED 講習会を実施し、安全衛生教育に取り組んでいる。 

教職員の安全・衛生に関する事項については、各事業場（平野校舎・枝光校舎）で安全

衛生委員会を開催し、「職員の健康保持増進」、「安全な職場環境の保持・改善」、「労働災害

の防止」等について継続的に検討を行っている。 

安全衛生委員による職場巡視は、各事業所への産業医訪問の度に産業医を伴って実施し、

教室、学生食堂、体育館、図書館、職員室及び事務室等、学校敷地内の 5S（整理、整頓、

清掃、清潔、しつけ）活動の周知・実践の徹底を行ったほか、労働災害が発生した場所の

確認、事故防止措置の検討、全教職員への注意喚起等を実施している。 

職員の健康保持増進については、定期健康診断及びストレスチェック実施結果に基づき、

異常所見がある対象者への文書指導やリーフレットの配付を行い、産業医から指示があっ

た場合には面談での保健指導を実施した。また、安全衛生計画に基づく教職員の安全衛生

教育として、8 月に「あなたの知らない糖質の世界」、2 月に「ストレスに強くなるための

セルフケア」を実施した。その他教職員の疾病予防対策として、季節性インフルエンザ予

防接種を推奨し、費用の一部補助（1 回分）を毎年行っている。 

 

 

（3）5－1の改善・向上方策（将来計画） 

経営の規律と誠実性は、十分維持されており、適切に対応している。 

令和 7（2025）年度より施行される改正私立学校法に則し、寄附行為の変更等、適正な

ガバナンス改革を進める。 

安全面については、地震・台風等自然災害に関する危機、火災・地震等施設に関する危

機、ネットワーク障害、個人情報漏えい等に対する緊急事態発生時に、迅速かつ適切に対

応するために、必要に応じて「危機管理基本マニュアル」及び「学校法人九州国際大学業

務継続計画（BCP）」を改正していく。 

情報の開示については、これからの社会の変化やニーズ多様化に合わせて適宜、情報を

公開する。 

 

 

 

5－2．理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）5－2の自己判定 

「基準項目 5－2 を満たしている。」 

 

 

（2）5－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本法人の最終的な意思決定機関である理事会は、「寄附行為」第 18 条の規定に基づき、

理事長が招集し、原則として毎月 1 回開催しており、常時、監事が出席して法人の業務と

財産状況を監査している。理事会では、予算、決算、資産の管理・運営、寄附行為や重要

な規程の改廃、学部・学科の構成、入学定員や授業料改定等の重要事項の審議・決定を行
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っている。 

役員は、「寄附行為」第 6 条第 1 項に理事 10 人、監事 2 人と定めている。理事の構成

は、九州国際大学学長 1 人、九州国際大学付属高等学校長 1 人、評議員のうちから理事会

が選任した者 2 人、九州国際大学同窓会員で同窓会の推薦した者のうちから理事会が選任

した者 1 人、九州国際大学付属高校同窓会員で同窓会が推薦した者のうちから理事会が選

任した者 1 人、学識経験のある者のうちから、理事会が選任した者 4 人であり、本法人の

運営に多様な意見を取り入れることに配慮し、理事定数 10 人のうち、5 人が外部の理事と

しており、理事会の構成は、意思決定機関として適正な体制となっている。 

 「寄附行為」第 8 条第 1 項第 3 号から第 6 号までの理事の選任については、「役員の選

任及び理事会の運営に関する規程」第 2 条（理事の推薦）の規定に基づき、理事長、常勤

理事のうち理事長が指名した者 1 人（常務理事）、寄附行為第 8 条第 1 項第 1 号理事、同

項第 2 号理事、同項第 4 号理事、同項第 5 号理事が協議のうえ、理事会に推薦し、理事会

で選任している。 

 監事は、理事、評議員、職員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であ

り、理事会において選出した候補者のうちから評議員会の同意を得て、選任している。私

立学校法第 39 条に定める役員の兼職禁止条項に違反する事実もなく、適正な構成となっ

ている。 

また、令和 5（2023）年度、理事会は 10 回開催され、理事の出席状況（実出席率）は

85.4%であり、適切に運営されている。 

理事会は、「寄附行為」に定める重要事項の審議を行い、その規定に従って厳正にその職

務を遂行している。 

 

 

（3）5－2の改善・向上方策（将来計画） 

理事会は、私立学校法等関連する法令等を反映した「寄附行為」に基づいて、適切に機

能している。今後、令和 7（2025）年 4 月より施行される改正私立学校法に基づいた寄附

行為の改正及びガバナンス改革が急務であり、社会の要請に応え得る実効性のある組織体

制を構築していく必要があるため、令和 5（2023）年度第 2 回理事会において、「私立学校

法の改正について」のテーマで文部科学省が提供する説明動画の視聴による研修会を実施

した。 

今後も役員対象の研修会を開催し、大学運営におけるガバナンス強化に対する認識を深

め、改革を推進していく。 

 

 

 

5－3．管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

（1）5－3の自己判定 

「基準項目 5－3 を満たしている。」 
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（2）5－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

管理部門と教学部門との連携は、法人運営会議がその役割を果たしており、原則として、

理事会の 1 週間前に開催している。法人運営会議の構成員は、理事長、常務理事、法人事

務局長、学長、副学長、法学部長、現代ビジネス学部長、大学事務局長、付属高等学校長、

付属高等学校副校長、付属中学校長及び付属中学校副校長の 13 人であり、そのうち教学

部門から 9 人の委員が参画している。 

 法人運営会議では、理事長が議長となり議事を進め、理事会及び評議員会に諮る議案の

ほか、法人及び各部門の管理運営における課題や将来構想、資金運用状況、学生・生徒募

集状況、就職・進路状況等本法人の業務運営に関する重要事項について協議を行い、各部

門の責任者との連携を図っている。 

また、法人運営会議で審議する教学部門の議案については、教育研究協議会の議を経て、

学長から提案されており、教学側の意向は十分反映されている。 

 なお、理事会の意思決定事項については、理事である学長から教育研究協議会に報告が

なされ、教授会に対しては、学部長から随時報告がなされており、教学部門の運営に直ち

に反映されているため、管理部門と教学部門との連携は円滑に図られている。 

さらに、理事会及び評議員会には管理部門の責任者である法人事務局長、大学事務局長

及び教学の代表である副学長及び学部長が出席し、決定事項や報告事項等については、各

責任者から部門別の会議等を通じて報告されており、情報も共有されている。 

 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

本法人では、法人運営会議において大学側の委員と法人側の委員が意見を交換すること

で、相互チェック機能を果たしている。 

法人全体の管理運営状況のチェック機能として、「寄附行為」第 17 条に定める法人の業

務監査、財務の状況の監査、理事の業務執行状況の監査を行う「監事」と理事会の諮問機

関として、「寄附行為」第 23 条に掲げる事項を諮問し、意見を述べる「評議員会」がその

役割を担っている。 

監事は、定数 2 人で、監事の選任については、法人の理事、職員、評議員又は役員の配

偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちか

ら、評議員会の同意を得て、理事長が選任するものとしており、任期は 3 年である。監事

は、「寄附行為」に基づき、理事会及び評議員会に出席して、理事の業務の執行状況、学校

法人の業務の執行状況及び財産の状況を監査している。 

業務監査のうち、教学監査については、大学の各部署に教学に関する日常業務の状況に

ついてのアンケートを行い、担当部署に PDCA サイクルを基準にした項目に沿って自由な

記述を求めている。現状の取り組みに対し、どのような認識に立ち、現状の分析・検証を

行い、その結果、課題にどう取り組んでいるかを、アンケートを通じて把握することとし

ている。毎年度、同様の項目について継続的にアンケートを行い、その記述の変化に着目

して、教学に関する取り組みを注視していくという意図を持って実施している。 

評議員会は、評議員の定数を、私立学校法第 41 条第 2 項に定める、理事の定数の 2 倍

を超える人数とし、「寄附行為」に 25 人と定めている。その内訳は、この法人の設置する
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学校の教育職員及び研究職員のうちから理事会の選任した者 8 人、この法人の設置する学

校の事務職員のうちから、その互選による者で理事会の選任した者 3 人、この法人の設置

する学校を卒業した年齢 25 年以上の者で、同窓会の推薦した者のうちから、理事会の選

任した者 10 人、九州法学校、九州専門学校、八幡専門学校及び八幡大学短期大学部を卒業

した者のうちから、理事会の選任した者 1 人、学識経験のある者のうちから、理事会の選

任した者 3 人となっている。評議員の任期は 3 年で、評議員会の議長は、出席評議員のう

ちから評議員会で選任される。 

理事長は、「寄附行為」第 23 条に定める諮問事項について、理事会開催の前に評議員会

の意見を聞いた上で、理事会で審議している。「寄附行為」第 38 条に定める決算及び事業

の実績については、評議員会に報告し、意見を求めている。 

 また、令和 5（2023）年度中に開催された評議員会の出席状況（実出席率）は 86.0%で

あり、適切に運営されている。 

 

 

（3）5－3の改善・向上方策（将来計画） 

今後、令和 7（2025）年 4 月より施行される改正私立学校法に基づき、理事会は学校法

人の業務に関する最終的な意思決定機関として、評議員会は理事会からの諮問事項に対し

て意見を述べる諮問機関として、監事は理事会から独立して学校法人の業務や財務状況等

を監査する監査機関として適正に機能すべく、ガバナンスを強化し組織体制を構築してい

く。 

また、法人の業務執行の円滑化を図るため、理事会の審議事項及び理事の権限等に関す

る規程を整備するとともに、法人運営会議を発展的に改組し、通常業務の意思決定と執行

を行う体制を構築する計画である。 

 

 

 

5－4．財務基盤と収支 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）5－4の自己判定 

「基準項目 5－4 を満たしている。」 

 

 

（2）5－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

本法人は、平成 30(2018)年度に「学校法人九州国際大学第三期中期経営計画 2019 年度

～2023 年度【5 ヵ年計画】」を策定し、理事会の承認を経て実行中である。令和 5（2023）

年度は、『第三期中期経営計画』に掲げた計画を具体化するため、過去に実施した進捗状況

の確認内容を踏まえ、最終年度の取組みを加速させた。特に、経営課題として重要なキャ

ンパス・マネジメント計画の策定を具体化するため、平野・枝光両キャンパスの将来像に
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ついて、経営的視点及び教育的視点に立った検討を継続し、次期中期経営計画に継承させ、

令和 6（2024）年度からスタートする第四期中期経営計画を策定した。 

本計画中の「第 5 章 管理運営等に関する目標と達成方策」においては、「戦略Ⅴ 経営効

率化、組織活性化による財政基盤の安定と計画の実行」を掲げ、財務規律の確立を念頭に

適切な予算編成を実施している。具体的には、日本私立学校振興・共済事業団による経営

判断指標や文部科学省による「学校法人運営調査における経営指導の充実（通知）」の経営

指導強化指標に基づき、事業活動収支計算書における経常収支差額及び基本金組入前当年

度収支差額の安定的な黒字化を目標としており、これは、本法人の持続的発展に向けて資

金的余裕が生まれる収支構造を維持することで財務基盤を強化し、法人全体の経営を好循

環に導くものである。 

これら中期経営計画に基づく事業計画の策定及び予算編成については、設置学校の執行

部や事務局の管理職等を対象とした予算編成説明会を毎年 10 月頃に開催し、法人運営会

議及び理事会で承認された予算編成方針等の説明を行い、十分な検討期間を設けて予算編

成作業に着手している。 

 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

平成 29（2017）年 4 月に経済学部及び国際関係学部を改組し、現代ビジネス学部を設

置すると同時に、入学定員を 600 人から 500 人に減員することで収支バランス均衡に努め

ている。 

新学部設置以降は安定的に入学者を確保しており、令和元（2019）年度から令和 4（2022）

年度までは収容定員についても収容定員充足率 100％超を継続して維持できており、財務

基盤の強化に貢献している。 

補助事業については、採択型補助金等への申請を前提とした事業計画の策定を求めてい

る。直近では、令和元（2019）年度、令和 2（2020）年度及び令和 3（2021）年度に私立

大学等改革総合支援事業タイプ 3「地域社会への貢献（地域連携型）」に選定されており、

収入増に貢献してきたが、令和 5（2023）年度は不選定という結果になった。 

寄付事業については、趣意書に基づき、設置学校の教育研究用施設設備及び環境整備事

業を使途とした寄附金を募集し、第 2 期〔平成 30（2018）年度～令和 4（2022）年度：5

年〕の募集活動では、目標額 1 億円に対して 9,777 万円の実績（97.8％）であった。現在、

第 3 期〔令和 5（2023）年度～令和 9（2027）年度：5 年〕では、「Habataku みらい募金」

を設置。8 項目の支援内容の中から希望するサポートに寄附できる新たな寄附金制度を提

供して募集活動中である。 

また、法人税法上の収益事業として、席貸業・不動産貸付業・駐車場業等を実施してお

り、毎年 4,000 万円程度の収入を計上し、財務基盤の向上に大きく貢献している。 

金融資産の運用については「学校法人九州国際大学金融資産運用規程」及び「資金運用

委員会規程」に基づき、安全性を第一とした資金運用を行っている。 

負債に関しては、令和 2（2020）年度をもって日本私立学校振興・共済事業団からの借

入金を約定どおり完済し、その後、借入金のない健全な経営を行っている。 

これらを踏まえた本法人の収支状況は、平成 30（2018）年度以降、6 期連続で黒字化を

達成し、令和 5（2023）年度決算は基本金組入前当年度収支差額が 2 億 3,243 万円の収入
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超過となっている。この結果、令和 5（2023）年度末の経営状態は、日本私立学校振興・

共済事業団の経営判断指標の全 14 区分のうち、「A3：正常状態」に位置し、4 期連続で

「A3：正常状態」を維持しており、安定した財務状況であると言える。 

 

 

（3）5－4の改善・向上方策（将来計画） 

「経常収支差額」及び「基本金組入前当年度収支差額」の均衡を維持し、毎年、減価償

却引当特定資産への資金の積立てを行うとともに、竣工から 20 年を迎えた校舎等の維持･

更新計画や時代に則したキャンパスへ向け適正規模を念頭としたリニューアル計画など、

大規模事業に関する中長期的な事業計画を策定していく。 

 

 

 

5－5．会計 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）5－5の自己判定 

「基準項目 5－5 を満たしている。」 

 

 

（2）5－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

本法人の会計処理は、各設置学校に会計担当者を置き、法人事務局が会計事務を統括処

理している。日常の会計処理は、学校法人会計基準に従い、本法人の「会計規程」、「資産

管理規程」に基づき適切に処理されている。予算の執行については、会計システムを導入

しており、各予算管理部署によって起票された伝票によって「学校法人九州国際大学事務

専決規程」に基づき、予算執行の可否が決定される。 

予算執行に際しては、毎年 4 月に法人事務局長（会計責任者）が予算概要説明会を招集

し、予算管理部署長及び会計担当者を対象として、留意点等を周知徹底している。 

なお、期中に予期せず発生した事象に対応する予算措置については、当初予算において

一定額の予備費を確保しており、「会計規程」第 60 条に基づき、会計責任者である法人事

務局長が理事長の承認を経て執行している。 

また、予備費の範囲を超える予算の追加、その他の予算の変更を必要とする場合は、「会

計規程」第 59 条に基づき補正予算を編成し、評議員会の意見を聴き、理事会の承認を経て

執行している。令和 5（2023）年度は、第 1 次補正予算（12 月）、第 2 次補正予算（3 月）

の二度にわたり予算の追加・変更等の審議を行い、評議員会に意見を求め、理事会の承認

後、事業を実施した。 

 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本法人は、学校法人会計基準に準拠した会計処理及び決算を行っており、令和 5（2023）
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年度は、あゆみ監査法人と監査契約を締結し、同法人に所属する公認会計士 4 人及びサポ

ートスタッフ 1 人、計 5 人によって延べ 38 日間の会計監査を受けた。 

監査法人（独立監査人）による「定期監査」は、私立学校振興助成法第 14 条第 3 項に

基づき行われ、帳票、証憑書類、稟議書に基づく会計処理の妥当性や理事会、評議員会の

開催状況及び規程に基づく諸手続きの適正性等について検査されている。「現物監査」につ

いては、年に 1 回、機器備品、図書等の資産台帳との照合及び取得･除却手続きの状況につ

いて、ヒアリングに基づき監査されている。加えて、毎年 4 月 1 日には、「現金及び貯蔵品

実査」が実施されている。毎年度の監査最終日には、監事、監査室長、法人事務局長（会

計責任者）、その他学内関係者を対象として監査講評の場を設け、監査法人から決算概要及

び監査結果の報告を受けて意見交換を行うとともに、経営状況及び業務内容に関する改善

事項等の指摘を受けるなど、適正な対応がなされている。 

監事監査については、本法人に 2 人の監事（非常勤）を置き、私立学校法第 35 条、第

37 条第 3 項及び「寄附行為」第 17 条に基づき、監査を実施している。 

内部監査については、「会計規程」第 70 条第 3 項の規定に基づき内部監査を実施するた

めに監査室を設け、監査人（2 人）を任命している。 

監事及び監査人は、年度当初に監査計画書を策定し、予め理事長の承認を得て法人運営

会議及び理事会への報告し、業務を履行している。監査にあたっては、原則として「内部

監査実施通知書」に基づき事前に予告し、書面監査及び実地監査等による方法で実施して

いる。監査実施後は、当該部署の責任者に対し監査結果について講評を行い、内部監査報

告書を理事長に提出している。また、理事長が、内部監査報告書を受けて重要と認めた事

項については、改善指示書を対象となる部署及び監査室に送付し、期限を定め内部監査改

善状況報告書を求めており、業務改善に向けて組織的に対応している。 

監事及び監査人による監査結果については、監事監査報告書及び監事監査実施状況報告

書をもって総括し、法人運営会議及び理事会に報告することで内部統制を図っている。 

 

 

（3）5－5の改善・向上方策（将来計画） 

私立学校法改正（令和 2（2020）年 4 月 1 日施行）に伴い、監事の職務権限及び理事・

理事会への牽制機能が強化されたことを踏まえ、これまで以上に、監事（非常勤）、監査人

（常勤）、監査法人及び法人事務局との連携を深め、業務監査や教学監査の強化に向けて監

事の職務を補佐する体制を構築する。 
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［基準 5 の自己評価］ 

本法人の経営・管理は、「寄附行為」に基づき高等教育機関としての社会的使命を果たす

べく、建学の精神の具現化と法人の使命・目的達成に向け、継続的に努力している。また、

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめ、関係法令等を遵守し、法人運営に係る

各業務が適切に遂行できており、これらをチェックするガバナンス機能の役割を担う監事

及び監査機能も適切に機能している。 

理事会の機能については、理事会の開催回数及び理事の出席状況も適切であり 、管理・

運営上の意思決定も適切に遂行されている。 

管理部門と教学部門との連携は、法人運営会議がその役割を果たしており、理事会や評

議員会に諮る議案、法人及び各部門の管理運営における課題、資金運営状況、学生生徒募

集状況、就職・進路状況等、本法人の業務運営に関する重要事項を審議し、各部門の責任

者との連携と意思疎通が図られている。 

財務基盤の確立に向けて、中期経営計画では資金的余裕が生まれる収支構造を維持する

と掲げており、事業計画の策定及び予算編成についても、理事会で承認された予算編成方

針に基づき、長期間の作業工程を確保して編成作業を実施している。予算編成方針では、

事業活動収支予算書における基本金組入前当年度収支差額の均衡を目指した予算編成に努

めており、各設置学校に対して収支のバランスを考慮した編成作業を要請している。 

その結果、財務運営については、学生生徒等納付金収入の安定的な確保及び外部資金の

獲得等により、直近 6 期の決算状況が黒字化され、収支バランスは良好である。 

予算執行の際は、法人事務局長（会計責任者）が 4 月に予算概要説明会を開催し、厳格

な予算執行、適切な会計処理の実施に向けて注意喚起しており、学校法人会計基準や本法

人の規則等に基づき適切に会計処理を実施している。 

会計監査体制及び監査履行状況については、内部監査を実施する監査人（常勤）を中心

として公認会計士及び監事（非常勤）との連携が図られ、適切に監査業務が実施されてい

る。 

以上のことから、本法人の「基準 5．経営・管理と財務」については、その目的の実現

について、適正な組織運営、監査体制、厳正な会計処理がなされていると評価できる。 
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基準 6．内部質保証 

6－1．内部質保証の組織体制 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

（1）6－1の自己判定 

「基準項目 6－1 を満たしている。」 

 

 

（2）6－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

大学の使命・目的を達成するために、本学は、以下のような内部質保証のための自己点

検・評価及び改善を進めている。 

 

1. 全学的な方針としての「学校法人九州国際大学第三期中期経営計画」 

本学は、「九州国際大学第三期中期計画 2016-2020」を終了するにあたり、令和 3（2021）

年以降を対象とした九州国際大学中期計画を「学校法人九州国際大学第三期中期経営計画」

に移行することが、令和 3（2021）年 3 月の教育研究協議会の議を経て、学長が決定した。 

「学校法人九州国際大学第三期中期経営計画」では、戦略ⅠからⅤまでを重点項目とし

て掲げており、特に「戦略Ⅰ［教育力］：地域に根ざし、地域に必要とされる教育の実践」

において、大学の内部質保証について次のように述べている。 

 

１．大学における教育の質の保証の確立 

 (1) 学修成果の可視化 

 (2) 組織的・体系的な教育の実施  

(3) 学生を育てる教育への転換  

(4) 教育環境の整備 

 (5) 教育情報の公開 

 

 これらに基づいて、継続的な大学改革と教育改革を展開している。中期計画の達成状況

の点検と評価は、九州国際大学自己点検・評価運営委員会（以下「自己点検・評価運営委

員会」という。）をはじめ、各会議体の取り組みを通じてなされている。 

また、令和元（2019）年度から、新たな学修成果に関する自己点検・評価のためにアセ

スメントプランに基づく評価を行うことで改善を図っている。 

 以上のように内部質保証に関する全学的方針は明示されている。 

 

2. 内部質保証の恒常的組織体制の整備 

内部質保証の恒常的組織としては、自己点検・評価運営委員会と教育研究協議会が設置

されている。 

本学のアセスメントプランの目的は、三つのポリシーが適切であるかどうか、また、本

学の教育カリキュラムが三つのポリシーに基づき適切に機能しているかを、多面的、総合

的に点検･評価し、必要な教育改善に繋げることにある。 

アセスメントプランは、ディプロマ・ポリシーが目標とする学士力を入学前・入学時、
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在学中、卒業時・卒業後の指標に再構成し、多面的、総合的な点検・評価に資する機能が

ある。そのため、厳格かつ公正な成績評価だけでなく、多面的な学習到達度の評価を行う

ために、11 項目からなる「カリキュラム・アセスメント・チェックリスト」に基づく評価

項目を設定し、項目ごとの調査データを収集している。 

これら点検・評価のための調査、アンケート、情報集約と蓄積、評価、改善指示の作業

は教育研究協議会が中心となって行う。また、調査結果データは、大学評価室が一元的に

管理している。 

 

3. 学長を中心とした責任体制の明確化 

本学の使命・目的及び教育目的、三つのポリシー及び「九州国際大学第三期中期経営計

画」に基づいた継続的な大学改革と教育改革を進めるために、自己点検・評価を全学で定

期的に実施し、自己点検・評価運営委員会が中心となって『九州国際大学自己点検・評価

報告書』を作成し公表してきた。また、「九州国際大学自己点検・評価運営委員会規程」第

6 条に「学長は、前条第 2 項の自己点検・評価報告書に基づき本学の教育研究活動等につ

いて、改善が必要と認められるときは、その改善のために必要な施策を講じなければなら

ない」と定められている。 

なお、本学の自己点検・評価運営委員会と教育研究協議会の構成員は重複しているので

情報共有が可能となっており、また学長の決定に従うことになっているため、学長を中心

とした内部質保証の責任体制が明確になっている。 

 

 

（3）6－1の改善・向上方策（将来計画） 

令和4(2022)年9月に全面改訂されたアセスメントプランに基づく評価を行うための「カ

リキュラム・アセスメント・チェックリスト」に基づいたデータ収集を進め、点検・評価

し、教育改善活動を展開していく。 

 

 

 

6－2．内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

（1）6－2の自己判定 

「基準項目 6－2 を満たしている。」 

 

 

（2）6－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

本学では、「学校教育法」第 109 条に基づき、「九州国際大学学則」第 2 条において「本

学は、その教育研究準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研

究活動等の状況について自己点検及び評価を行う」ことを定め、教育研究活動等の状況に
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ついて自己点検及び評価を行うために、九州国際大学自己点検・評価運営委員会を設置し

ている。ここでは学長が委員長となり、副学長、学部長をはじめ全ての大学役職者が参加

し、委員会の事務局は大学評価室が担当している。なお、全学的な点検・評価を統括する

副学長（自己点検評価担当）を配置し、自主的・自律的に内部質保証のための自己点検・

評価を行っている。 

平成 30（2018）年以降は、日本高等教育評価機構の第 3 期認証評価システムに基づく

基準に沿ってエビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価を行っている。報告書の

基本的な作成は、各学部長、研究科長、各部長及び各室長がそれぞれのデータとエビデン

スを基礎に評価し、副学長（自己点検評価担当）と大学評価室がデータとエビデンスを確

認しながら取りまとめる。報告書は九州国際大学自己点検・評価運営委員会において作成

し、学長に報告した上で、年度ごとにホームページで公表している。 

また、外部評価委員会は、学外の有識者で構成され、教学マネジメントその他に関わる

重要事項を学長に提言する機関であり、毎年開催している。 

 

本学では次のように、エビデンスに基づいた自己点検・評価が自主的・自律的に行われ、

その結果が全学で共有され社会へ公表されている。 

 

1. 「学校法人九州国際大学第三期中期経営計画」に基づく自己点検・評価 

 本学は、「学校法人九州国際大学第三期中期経営計画」に基づき、PDCA サイクルによっ

て、改善・改革を進めていく体制を整備している。 

「学校法人九州国際大学第三期中期経営計画」は、大学の自己点検・評価活動による課

題や展望をも踏まえて作成されたものである。学校法人全体の中期計画作成過程において、

大学各部署からの情報や意見をくみ上げる手立てが十分とられている。 

 

2. 「アセスメントプラン」に基づく自己点検・評価 

現状把握のための調査・データの収集と分析は、これまでも十分に行われてきた。すな

わち、自己点検・評価活動に限らず、現状分析のための必要な調査とデータ収集及びその

分析は、教務、FD、入試・広報、学生支援、キャリア支援、財務等、様々な業務を担当す

る各委員会や事務局の各部署がそれぞれ必要に応じて実施してきた。 

具体的には、本学のアドミッション・ポリシーに相応しい学生の受入れ状況や志願状況、

選抜方法、新入生へのアンケート等は、入試・広報室と入試・広報委員会が中心となりデ

ータを収集し、調査・分析している。学務事務室と FD 委員会においては、半期毎に学生

に対して「授業アンケート」を実施し、そのアンケート結果と分析結果を各担当教員に通

知し、各教授会において全ての教員についてのアンケート結果と分析結果を公表している。

学生支援においては、カウンセラーによる学生相談の利用状況や相談内容等は定期的に報

告書が作成され、保健室の利用状況等については、保健委員会において報告があり、その

後、各教授会にも報告されている。毎年の卒業生の進路決定状況等についてもキャリア支

援室と就職対策委員会においてデータの収集と調査・分析がなされ、各教授会に定期的に

報告されている。 

このように従来から十分なデータ収集と分析が行われてきたが、さらに広範囲なエビデ
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ンス獲得を目指したアセスメント・ポリシーを令和元(2019)年に制定し、令和 4(2022)年ア

セスメントプランに全面改定した。 

本学のアセスメントプランは、ディプロマ・ポリシーが目標とする学士力について、多

面的、総合的に評価を行うための 11 項目からなる「カリキュラム・アセスメント・チェッ

クリスト」が採用されている。 

 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

三つのポリシーを起点とした内部質保証を行い、その結果を教育の改善・向上に反映す

ることを目的として、以下のような調査・データの収集と分析が行われている。 

 

 [図表 6-2-1] アセスメント対象及びその指標 

【学部】 

 
マネジメント 

体制 

入学前・入学時 

（AP を満たす人材かどう

かの検証） 

在学中 

（CP に則った学修成果の検証） 

卒業時・卒業後 

（DP の学修 

達成度の検証） 

大

学

レ

ベ

ル 

教育研究協議会 

以下の各指標を、多面的、総合的に点検・評価し、教育改善活動を行う 

⑪3 つのポリシーの整合性点検 

(学位授与率/就職率/進学率/留年率/中退率 等) 

学

位

プ

ロ

グ

ラ

ム

レ

ベ

ル 

各教授会 

各委員会 

学科会議※ 

①各種入学試験（面接、

志願理由書、調査書の

記載事項等、入試区分

別成績） 

②プレイスメント テ

スト（英国数社の

基礎学力テスト）  

③シラバスの第 三者チェ ック  

④学修 ポートフォリオ

/Asse ssmen to r（ GPA、 修得

単位数 、科目ごとの達成 度評

価等）  

⑤成績評価 【直接評価】  

⑥学外試験【外部評価】  

⑦授業アンケート  

⑧学生満足度 調査アンケ ート  

⑨卒業時アン

ケート  

⑩卒業後アン

ケート  

授

業

科

目

レ

ベ

ル 

各教員   

③シラバスの第 三者チェ ック  

④学修 ポートフォリオ

/Asse ssmen to r（ GPA、 修得

単位数 、科目ごとの達成 度評

価等）  

⑤成績評価 【直接評価】  

⑦授業アンケート  

 

※学科会議とは、学科・コースレベルの会議 
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【大学院】 

 
マネジメント 

体制 

入学前・入学時 

（AP を満たす人材か 

どうかの検証） 

在学中 

（CP に則った学修成果の 

検証） 

修了時・修了後 

（DP の学修達成度の検証） 

大

学

レ

ベ

ル 

教育研究協議会 

以下の各指標を、多面的、総合的に点検・評価し、教育改善活動を行う 

⑦3 つのポリシーの整合性点検 

(学位授与率/中退率 等) 

研

究

科

レ

ベ

ル 

教授会 

各委員会 

①入学試験（面接、筆

記試験、研究計画書

の記載内容 等） 

②シラバスの第 三者チェ

ック  

③成績評価 （修得単位）  

④授業アンケート  

⑤院生アンケート  

⑥学位論文  

授

業

科

目

レ

ベ

ル 

各教員   

②シラバスの第 三者チェ

ック  

③成績評価 （修得単位）  

④授業 アンケート  

 

 

この評価プロセスにおいては、厳正かつ公正な成績評価だけでなく、多角的な学修到達

度の評価を行うための多様な調査・アンケートを実施している。 

これらのデータに基づいて、学修成果の点検・評価が行われる。その PDCA サイクルの

過程は、「3-3-②教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結

果のフィードバック」の記述と[図 3-3-1]において示したとおりである。このフレームに基

づいて大学全体と各学部・学科、研究科及び学生支援の各部局の業務改善に向けたフィー

ドバックを行う。 

[図 6-2-1]は、教学における IR 活動の中心となるものである。ここから得られるエビデ

ンスデータに基づいて、三つのポリシーの整合性の点検を行い、多面的に評価する。この

プロセスを通じて教育の内部質保証を実現する。 

また、本学では IR 室という名称の部署を設けず、アセスメントプランに基づく各種調

査結果を管理する部局として大学評価室を設置している。 

アセスメントプランに沿って集約された情報は、大学評価室において管理されている。 

 

 

（3）6－2の改善・向上方策（将来計画） 

令和元（2019）年 5 月にアセスメント・ポリシーとして制定し、令和 4（2022）年 9 月

に全面改定されたアセスメントプランに基づき、IR を定着させる。これらの調査によって

得られた基礎データを確実に把握・収集・分析し、今後の自己点検・評価に生かしていく。 
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6－3．内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組み

の確立とその機能性 

（1）6－3の自己判定 

「基準項目 6－3 を満たしている。」 

 

 

（2）6－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学は平成 28(2016)年度からの「九州国際大学第三期中期計画 2016-2020」及び令和 3

（2021）年度からの「学校法人九州国際大学第三期中期経営計画」に基づいて、継続的な

大学改革と教育改革を実施してきた。また単年度ごとに『九州国際大学自己点検・評価報

告書』が作成され、計画の進捗状況をチェックしてきた。自己点検・評価のサイクルとし

て、自己点検・評価運営委員会で前年度の取組状況に基づいて、各部署の責任者に対して

自己点検・評価を依頼する。その結果を自己点検・評価運営委員会で取りまとめ、外部評

価委員会に意見を求め、その後、学長に報告するとともにホームページで公表し、学内外

に周知している。 

また、アセスメントプランによって、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、

アドミッション・ポリシーの三つのポリシーに基づく PDCA サイクルを学部・学科、研究

科だけでなく、その他の部署を含めた大学全体において確立することを企図している。  

また公益財団法人日本高等教育評価機構による令和 3（2021）年度大学機関別認証評価

を受審し、「適合」の判定を受けた。 

 以上のように、本学では内部質保証のための PDCA サイクルを確立している。 

 

 

（3）6－3の改善・向上方策（将来計画） 

建学の精神、教育理念、使命・目的を踏まえ、地域社会から評価される大学運営を行う

ために、「学校法人九州国際大学第三期中期経営計画」に基づき、自己点検・評価活動を

行っているが、特に、入学定員の確保、地域貢献、就職進路の強化を重点項目として取り

組んでいく。 

また、令和 6（2024）年度から「学校法人九州国際大学第四期中期経営計画」がスター

トするため、経営理念・ビジョンである「安定的持続経営」、「地域№1」を目指して教育・

研究、社会貢献、国際交流の活動を行っていく。 
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［基準 6 の自己評価］ 

本学は、令和 3（2021）年以降「学校法人九州国際大学第三期中期経営計画」に基づき

『九州国際大学自己点検評価書』を作成・公表し、PDCA サイクルを進めている。 

また、公益財団法人日本高等教育評価機構による令和 3（2021）年度大学機関別認証評

価を受審し、「適合」の判定を受けた。 

特に、教育の内部質保証の点では、令和元（2019）年に制定されたアセスメント・ポリ

シーを令和 4（2022）年にアセスメントプランとして全面改定し、11 項目に整理されたカ

リキュラム・アセスメント・チェックリストに基づいた調査を実施し、自己点検を行って

いる。 

以上のことから本学は、「基準 6．内部質保証」の趣旨を満たしていると評価できる。 
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